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日本の森林。林業と

森林利用学

l!

こばやしひろし

小林洋司
森林利用学会会長，東京大学大学院農学

生命科学研究科森林利用学研究室教授
一

一口

1943年岩槻市生まれ｡1966年東大農学部林

学科卒業｡77年宇都宮大学助教授｡87年東京
大学助教授｡91年東京大学教授に就任｡｢山岳
林における林道網計画に関する研究」により

学位取得｡87年林学賞｡93年文部省在外研究
員として，ドイツ，ゲッティンゲン大学滞在。
この間r森林利用学｣等の講義担当。著書｢森

林蟇礁藥備計画論｣，「新林業土木学」等，91
年林学会評議委員。

●はじめに

輝かしい21世紀を迎えましたが,わが国の林業は，かねて言われていたように

｢これから揚々たるものがある」と言えるようであればよいのですが，どうもその

ようにはならない気がするのは私だけでしょうか｡かつて21世紀は国産材の時代

がくると言われ_上記のような状況が予想されていたのですが。

さて，この時期に編集部からの要請に答えなければなりませんが，私としては

現在森林利用学会の会長を仰せつかっていることから，この立場から日ごろ日本

の森林・林業について思っていること，考えていることを述べたいと思います。

●森林利用学とは
林学科が大学から消え，森林科学へと移行して久しい。そして変革は進み，い

まや文部科学省は大学の独立法人化を決定するに至っています。この中にあって

森林利用学は旧来より現在もその名を続けています。ここでこの機会に森林利用

学について紹介させていただきたいと思います。本学問分卿は，別名，林業工学，

運材工学，木材収穫学とも呼ばれ，その守備範囲は林業機械，作業システム，林

業土木，林業労働科学を包括しています。

②－林業技術No.7072001.2
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林業は厳しい状況が続いております

が，一方では環境問題が一般に重視さ

れ，グローバルにもローカルにも森林

は環境面での位置づけが重視されてい

ます。この状況を考えたとき，ともすれ

ば森林利用学も林業の衰退とともにい

らないという論議がありますが，私た

ちは図①に示すように，旧林学が森林

科学へと広くなったことからわれわれ

の守備範囲も，森林を木材生産の場と

してだけではなく，環境資源としても

維持･整備していく必要があり，これら

を研究対象とする森林利川学に要求さ

れる任務は重大であると思います。

木材生産
6

0
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防災･水源かん養
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、機龍ノ

旧林学

||森林利用学|’

V

ﾄﾑ.園這勤一|’
口

森林科学

図①森林利用学の位i
森林利用学は，人間活動と森林の働

きかけ，特に技術的側面をカバーすべきではないかと思っております。この中で

特に先に挙げた林業機械学，森林土木学(森林基鰐整備)，森林作業システム，林

業労働科学等が入っているのは当然のことですが先端的IT関連のGIS,GPSと

いったテクノロジーも包括していくと考えます。

森林利用学の位置付け

●環境問題と森林利用学
林業についての市況は相変わらず低迷を続け，材価は昭和50年代に戻り，人件

費は当時の10倍となり合理化コスト削減も追いつかない状況です｡この結果が国

有林の赤字を引き起こし，国有林の森林管理箸，機構改革へと決定に至っている

ところです。研究機関も森林総研等の独立法人化，大学での機構改革と独立法人

化へと向かっております。わが国の森林・林業の現状を見ますと，年生産高は，

2000万nl3まで落ち込み，全需要塗に対する割合も20%以下に落ち込んでいま

す。一方，森林の成長鐘は年7,000万m3ずつ増加していると言われています。な

ぜ林業は衰退したか，山村では林業家は「もはや林業経営は不可能である，山を

守れない」とまで叫んでいます。そこでわが国の林業を活性化するにはどうすべ

きか，ということになります。今後における林業のマイナス面を上げればきりが

なく，あげくのはて，森林の環境機能面，公益的機能を重視するあまり「なぜ木

を伐るか？」といった逆説的議論が坊桃しています。

そこで，木材の利用を環境機能の面から考えてみます。林業の木を伐ることを

環境面から見ても，これは森林破壊ではありません。木材が木造住宅，あるいは

家具として存続することは,炭素固定のまま存続することであり,50から60年あ

まり存在することになります。そして林業では，木を伐り，森林に新たに造林し，

森林として存続し続けます｡すなわち新しく炭酸ガスを固定することになります。

また一方,有馬教授によれば約40坪の木造2階建て住宅は約20m3の木材が消費

されているといいます。1ha当たり20戸の住宅が建設されている都市は,ha当

林業技術No.7072001.2-③



L論壇

たり約400m3の木材の蓄積に相当し,50年から60年生の森林が存在することと

同じ意味をすること。全国での木造住宅の蓄積量は,人工林全体の蓄積域の48％

に相当すると言っています。これだけの炭素を持ち続けていることになります。

またエネルギーの面から見ても木造住宅は，ほかの構造の1/2から2/3と少ない

エネルギー消費です。

燃料として消費する場合も，炭酸ガスを放出しても石炭，石油などの化石燃料

は消費されるばかりですが，木材は森林で再生され，新たに炭酸ガスを固定して

います。木材を使えば森林は再生し，化石燃料は炭酸ガスの放出あるのみです。

原子力エネルギーはどうかというと大方のご承知のごとく，放射能排出という危

険性を伴うと|剛時にさらに核廃棄物として子孫にその危険性を残すことになって

隙境破壊の危険性を存続することとなります。スウェーデン，ドイツでの原子力

発寵中止に至った経緯と,JCO事故の危険性は大方の知るところです。いずれに

しても木材は燃料としてもクリーンなものです。

すなわち木を伐ることは，そこが生産日的の人工林であれば，良いことなので

す。そして私たち森林利用学は，この能率，効率化，低コス|､化に向かって研究

することが森林利用学の一つの役割です。こうして林業を活性化して，森林を整

備し健全な森林を作ることとなります。森林利用学の重要な課題と考えます。

Ｉ

●林業の機械化について
大方の読者諸氏は,現在,山でどのように森林作業,伐出作業が行われているか

想像できるでしょうか。すでに現場は，大型機械，いわゆる高性能林業機械が活

躍しております。急傾斜地でも伐倒は，チェーンソーかフェラーパンチャそして

タワーヤーダによる集材，プロセッサーによる枝払い玉切り，トラックへの積込

み，そこにはもはや鋸と斧といったものは使用されていません。まして北海道の

ような平地ではなおさらです。

このようにわが国の木材生産現場も高性能林業機械によって生産が行われるよ

うになってきました｡そして全国でこの高性能林業機械の普及台数は,昨年にはす

でに2100台を突破しています。これをもう少し説明すると,1988年普及始めは民

間を中心に約20台そこそこの高性能林業機械が北海道を中心に入っていたにす

ぎませんでした｡現在はそれが2100台を突破するまで普及をなしえたことは大き

なことです。まさに林業史上の大改革であったと思います。これも森林利用学の

成果といえると思います。すなわち当初民間より導入され，その後の産・官・学

の協力しての普及努力の結果と考えられます。そして平成3年「高性能林業機械

化促進基本方針」が林野庁によって決定され，高性能林業機械の開発，改良，普

及，オペーレータ養成の今日の結果です。

そして平成12年には上記の｢高性能林業機械化促進基本方針。の改訂を林野庁

で行っております。これも委員会として検討したもので概略中身を説明します。

これは「森林・林業基本問題検討委員会」の答申を受けて，①森林の多様な機能

の持続的発展と環境負荷低減に配慮した高性能林業機械化の促進，②間伐などの

非皆伐作業に対応したシステムの構築，③機械化した育林作業の構築，④先端技

④－林業技術No.7072001.2



術の導入による林業経営の改善，などがポイントです。

●森林基盤整備の考え方
森林の活動に最も関連する森林基盤としての林道について述べたいと思います。

現在,林道整備は林業基本法に基づいて「森林資源に関する基本計画」において，

基本的な整備方針を決めています｡総延長27万8千kmを整備目標値とし，およ

そ40年で整備することになっています｡現在は,森林法に基づく｢全国森林計画」

(平成8年決定)の中で策定され，計画され整備されています。しかし林野庁の平

成10年度の実行結果は，目標に対する整備達成率46%,年間の開設量も計画量

に対して33％と低い。これは民有林の目標林道密度20m/haに対して14.9m/

haに相当する低い値です。このほかに基幹となる作業道として30m/ha,合わせ

て50m/haの日標値を持ちますが達成にはほど遠いのが現状です｡先に述べた高

性能林業機械化も森林基盤としての林道網が整備されなければ達成が難しくなり

ますが，森林利用学の考え方が林野庁の計画城の根拠になっています。この考え

方は森林利用学の中での林道密度理論から計算されるものです。さらにこの開設

量についてはコンピュータによる路綱配慨を現在のGIS等の技術を用いて配置

することができます。

●林業の労働安全
林業労働者の状況について見てみましょう。日本の林業労働の問題点は，林業

作業者の減少,高齢化,危'険作業と亜労働です｡かつてll召和30年代では全国で40

万人が現在は9万人まで落ち込んでおり,50歳以'1の労働者が60％以上になっ

ております。これは林業自体が経済的に成り立たないという結果からきています。

林業労働は従来は3Kと称し，危険，汚い，腋しいと言われてきましたが,99年

度の林業労働災害は，死傷者数で3400人台，死亡者数69人と以前よりは減少し

たとはいえ他産業と比べると比率は，全産業で1位です。この解決をどうすれば

よいかということになりますが，私たち森林利用学関係者としては，高性能林業

機械を使うことによって林業労働の蝿労働からの解放と快適な労働環境へと改良

できるものと普及に努めています｡ここ10年にわたる高性能林業機械を導入する

ことによって林業への若手労働者の参入が見られるようになり，労働災害率も減

少しつつあります｡例えば,大阪の高槻市森林組合が林業の作業員の募集に当たっ

て採用予定8人に対して142名もの応募があったとの報告があります。

●おわりに

以上,断片的ですが森林利用学の立場から現在のIﾖ本の森林･林業について思う

ことを述べました。現在の林業の経済的状況について極めて厳しいことは衆目の

認めることであり，私たち森林利用学の技術的側面からのみ解決できるものとは

思いませんが，課題に取り組みたいと思います。しかし林業の経済的状況はその

産業的構造からくるものであり，生産功程を上げる場合も地形の状況等考えると

外国と太刀打ちできるか疑問です。農業の場合も林業以上の集約施業にも成功し

林業技術No.7072001.2-③



ているにもかかわらず外国の農産物のilli格にはかなわない。一昨年のシアトルの

WTOの会議でも農産物，林産物の課税撤廃についての議論がありましたが欧州

諸国と日本の反対で成立しませんでした。環境との関連から関税の撤廃は無理で

あると思います。

行政的に見ても最近の林政審の答申に見られる公號的機能重視，国有林の森林

管理署への移行と木材生産の削減は，国民の森への関心の変化が反映されたもの

です。これら変化に対しても森林利用学の課題としなければならないと思います。

例えば林業の衰退に対しては，高能率の高性能林業機械化による生産性の向上，

林業労働者離れについては，高性能林業機械化による重労働からの解放，オペレ

ータ研修，州多の充実による技術教育の高度化と技術の継続，研究の活性化につ

いても新たなる考え方によって対処する必要がありましょう。技術教育について

は国際条約との関係からJABEE(技術教育認定制度)が発足し，具体的技術評価

基準の作成，検討が始まり，これに対処する必要があります。さらに公共事業か

ら発した費用対効果など，従来にない合理化が迫られている状況です。すなわち

木材生産だけに貨幣illi値を求めていられない状況の中で，公益的機能を具体的貨

幣価値としてカウントされなければならないわけです。昨年，林野庁で試算した

森林の公益的機能の1年間の貨幣価値として75兆円と試算しました｡こういった

ことを具体的に勘定に入れるべき時と考えられます。森林利用学分野でもこれら

を取り上げ技術的側面としての研究の必要性を思います。一方，技術の発達によ

り森林利用学の手法も変化しつつあり，コンピュータによる解析,GIS等の情報

収集技術の発達により上記のことも可能となってきています。

森林利用学が扱う範囲も拡大され,平成11年にマレーシアでの国際シンポジウ

ムで取り上げた「熱帯林の再生と収種技術」のように，現在われわれが持つ，わ

が国の森林を相手にする科学技術では解決できない問題も発生しています。それ

ぞれの大学では世界各国からの留学生を抱えたり，海外出張も多く，研究対象と

して海外林業の研究をもっと進めるべきと考えます。

以上，森林利用学分野において森林を取り巻く状況を勘案し，私たち森林利用

学は何をすべきかを述べてみました。森林利用学関係者にはこれからの研究に対

する積極的な努力に期待しますが，ほかの森林科学分野の方々には，今まで以上

のご理解とご協力をお願いする次第です。［完］
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里山は，人間が自然を活用すべくつくりあげてきた第2の自然とも言うべき世界であり

ましょう。そこには，地域地域のさまざまな里山の歴史･姿があり，人々の里山に対する認

識もまた千差万別といえます。今月号は，里山を主たる霊台として，「人と自然の重要な接
点」の今日的意味・役割を考えていくこととしました。

く今月のテーマ里LU左考える）

市民参加による里山管理の方向

岐阜大学農学部教授

はやしすすむ

林 趣
里山は，最も身近な森の環境を提供してくれる

場です。暮らしの営みそのものが里山を利用し，

保全してきたことについては，すでにみなさんが

ご承知のことと思います。近年，里山から人が離

れ，森が放置されたままになり，かつての豊かさ

が失われていると指摘されています。この事実を

しっかりと見極めながら，私たちに最も身近な森

の環境を与えてくれる場として，里山を私たちの

日常生活の中にもう一度取り戻すことが，現在の

課題であるといえましょう。そこに，「市民参加」

による里山管理の意義を見つけたいと，私は思い

ます。

市民参加による里山管理といっても，それは多

様な様相や段階をとって追求されています。本稿

では，このうちの｢市民参加の里山管理の諸段階」

に的を絞って述べることにします。

●里山管理の第一段階●

里山には森のほかに田畑などの農耕地も含まれ

ますが，ここでは森に限定して論を進めます。里

山の森を総称して「里山林」と呼んでいますが，

この中には人工林や竹林，さらに雑木林が含まれ

ます。もちろんこの中で最も主要なのが雑木林で

す。そして市民活動の対象となるのも，雑木林が

主です。

雑木林は，かつては薪炭林や日常の生産活動や

生活に必要な木材を得る場として，多様に，また

頻度高く活用されてきました。森の更新は萌芽更
おう

新が主で，そのため萌芽力が旺盛な樹齢で伐採さ

れるため，雑木林を織成する樹木の年齢は，大体

30年をピークにしていた場合が多かったのです。

更新技術が樹木の年齢を規定し，森の循環サイク

ルを決めていたわけです。

このような雑木林が近年放置され，雑然と茂る

に任せられるとともに，樹齢，林齢もまた高まっ

ています。人手を離れ，自然の過職に委ねられて

も，別段森そのものが崩壊するわけではありませ

んが，地域の生活環境や自然環境，あるいは里山

景観を形作ってきた歴史や文化，さらには森の更

新技術，循環資源としての森の管理技術など，私

たちの社会を安定させていくうえで，最も重要と

いってよい要素が失われていくことは，座視する

には忍びないことです。

また，放置された森は，私たちの生活にとって

必須の機能を，必ずしも十分に発揮しているとは

いえない場合が多いことも事実です。多発する山

地災害が，このことを物語っているといってもよ

いのではないでしょうか。特に，都市域において

は，森にはますます多様な機能の発揮が望まれて

いるところです。しかし，その期待に応えられる

だけの里山管理がなされていないといえます。す

なわち，里山は，ある種の「機能不全」に陥って

いるのが現状であるといってよいでしょう。

きちんと管理された里'11では，いわゆる「人里

型」の生物多様性が見られるのですが，それを体

感したりつぶさに観察したりして，環境教育や情

操教育，あるいは休息感の充足に当てようとして

も，まず人が自由にしかもある程度快適に林内に

立ち入ることができなければ，森の持つ価値は発

揮されないままに終わってしまうでしょう。
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写真①D作業開始前に，現状の説明，作業方針と内容について，
きちんと伝えることが重要。

そこで「立ち入り難い様相」を呈している森に

対して，適度に手を加え，多様な森の利用への要

望に応えるための基礎的な整備活動の導入が必要

となります。「まず森をきれいにしよう」というこ

とが，市民活動始動の合意になるのは，このよう

な事情から起こることです。これを「市民活動の

第一段階｣と呼んでおきます。言い換えれば，「森

の整備活動（森づくり)」そのものを始めること

が，この段階の目的として設定されることになる

わけです。そしてこの場合，整備活動に参加する

市民間で確認しなければならない重要問題がいく

つか発生します。それを以下にまとめて示してお

きます。

①森林整備の必要性の合意

一般の市民意識として，森に人手を加えて整備

することは，必ずしも共通認識とはなっていませ

ん。森林整備には当然樹木の伐採行為が付随しま

すが，素朴な感情として伐採＝自然破壊と受け取

る向きも少なくありません。森の現状をきちんと

把握し，適正な人為が森の多様性や里山生態系の

維持にとって必須要件であることを，活動参加者

が十分に理解する手順を踏まねばなりません。

実際に森に手を加えることにより，多様な生物

がどのような環境下で生息するのか，光の調節に

より花力苦どう咲くのか，伐採木がどのような経過

で萌芽するのか，などといったことを現場で確認

していくことができます。これらのことを十分に

理解し，記録・観察することが，生きた学習成果

を与えてくれ，必要にしてかつ十分な人為の投入

効果を確認するうえで，きわめて重要な要素とな
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写真②手入れ不足で笹や竹の生い茂った林にとりかかる。

るのです。

②森林整備を市民参加方式で進めることへの意思

統一

市民参加で森の整備活動を始めてみると，一度

の作業規模が決して大きくならず，森の環境を一

時に大きく変えてしまうことが起こらないので，

｢伐採慎重派｣に対しても説得力を持ち得ます。ま

た，森の利用への多様な市民要望を考慮すること

が，結果的に多様な森の空間形成につながり，そ

のことがまた植物をはじめとする生物生息空間と

しての多様性を確保していくことにつながってい

くのだと，参加者が気づいていくようになります。

その結果，どうしても画一的な作業基準を決め

て実施せざるを得ない「行政主導・業者発注型」

方式に比べて，市民参加方式のほうが，はるかに

きめ細かく，小規模分散的で多様性に富む森の空

間や環境形成に有効だということへの合意が形成

されていくのです。特に都市近くに立地している

ために，多様な市民要望に対応することが必要と

される里山管理における市民参加方式の合理性が，

共通認識として定着していくことになります。

③森の整備目的の明確化と整備ポイントの確認

ある一定の面積を有する森林空間であれば,「ど

こをどう利用するために,どのように整備するか」

ということが，市民間での重要な合意事項となり

ます。例えば，自然観察や環境教育面での利用と，

林間での子どもの遊び空間形成とでは，おのずと

対象場所や整備手法の選択が異なります。

場合によっては，市民間の対立をもたらしかね

ない課題に対して，市民自身が多様な意見を調整
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写真③安全を確保するために，上下作業を避ける配慮も重要で

ある。

する中で，目的に応じた整備ポイントの設定が合

意されていくわけです。そして，それぞれの目的

に応じた整備手法が自主的に立案され，実行され

ていきます。当然その過程では必要な里山管理の

理論や技術の「自己学習」が，森林符理の専門家

も加わって実践されていきます。この「自己学習

のシステム」もまた，市民参加の重要なプロセス

になることを，忘れないようにしたいものです。

④作業過程と結果の確認

市民参加活動に当たっては，「作業能率｣の概念

は不要です。むしろ時間がかかっても，「いつ，何

を，何のために，どのように行い，その結果はど

うなったか」という一連の活動経過を，きちんと

記録し，参加者全員が納得することのほうが重要

なのです。

活動の事前・事後の記録を取ることは，森への

理解促進にとっても重要ですし，目的に応じた適

正な作業がなされたかどうかを反省・確認するた

めにも有効です。また，単なる労働提供ではなく，

知的な満足感も得られ，「作業と学習｣成果の共有

にも役立ちます。記録した結果は，後からの活動

参加者に有効な指針となり得ますし，社会的な認

知を獲得するための手法としても有効です。また，

何よりも重要なのは，調査・記録を伴った活動を

行うことにより，参加者が作業過程を通じての森

の変化を，目に見える形で追跡できることです。

これは，森林整備結果のモニタリングに役立つと

同時に，自らかかわった活動への「達成感」の確

保にもつながります。この「達成感」こそが参加

者の感じる「楽しさ」の根元となるのです。まさ

写真④一日で完了する広さを作業対象とし，「達成感｣を味わう
ことが大切。（写真①～④は，はいずれも愛知県犬山市エ

コアップリーダー養成講座でのもの）

しく森の整備活動そのものが，最高の森の利用活

動となりうるわけです。

●里山管理の第二段階●

「まず林内へ立ち入れるように｣という目的のも

とで森の整備活動が進められる段階が深化すると，

元来多様性の基盤を有する里山の持つ特性が，多

様な市民意識・活動を反映して一層に明瞭になっ

ていきます。市民はまた，多様な森林環境の形成

を楽しみながら，活動にかかわっていくわけです。

この第二段階は，次の内容をとって進行します。

①利用活動の多元化と森の多様化

森の整備に直接かかわることを通じて，市民は

森の多様な利用可能性と，森の状態を変化させて

いく自由度の高さを体得していくことができます。

これは，人と自然とが長い歴史を通じてかかわり

あってきた里山でこそ現れる可能性なのです。

湧き水や流水を活用したトンボ池づくり，伐採

木をチップ化して作るビートル・アパートづくり

など，多様な生き物生息環境を整備することも可

能です。潅木林の特性を尊重するツツジやアセビ

の花園づくりなどは，森の光環境の調節を学ぶ整

備方法を体得するものとしては，非常に有効です。

古くからの住民が参加していれば,｢昔はこんな

花が咲いた」という記憶を参加者に伝え，往事と

同様の多様性に富む林内環境を復元すべく，智恵

を結集し合うこともできます。

樹間を自由に走り回り，林内環境の変化を十分

に楽しめるような開放空間を，子どもたちに提供
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しようとするアイデアも出されますし，反対にヒ

サカキなどによって構成されるブッシュが，野鳥

の営巣の場として重要だという理解に基づき，人

が野鳥の生息を妨害しないように，シェルター機

能を発揮する植生管理も行われることにもなりま

す。さらに様々な樹形や色彩を考慮して，森をデ

ザインしようとする試みもなされます。

一般的な森林公園造成では，確実に除去される

枯死木でさえも，野鳥の生息環境を熟知する市民

の存在により，エサ場としての価値が認識され，

人に危害を与えないような所では残存させるとい

う選択がなされ，ｰ枯れ木も山のにぎわい」なら

ぬ，「枯れ木は野鳥のレスl､ラン｣となっていくわ

けです。

自然保護派との調整が市民間でなされているた

め，例えばギフチョウのためにカンアオイの生息

地には人が入らないように処置しよう，という意

見などは問題なく採用され，里山整備の進行が生

物生息空間を侵害しない調整が，ごく自然になさ

れていきます。

多様な市民の要望を入れつつ，森林利用と整備

が進行する中で，どんな利用者をも受け入れられ

るような施設整備も進められます。遊歩道の線形，

階段の付け方なども，危険性の排除や地形改変の

回避を考慮して決められ，すべての利用者，多く

の生物に対して障害を与えない，広義の意味での

｢ユニバーサル･デザイン」の基盤が，市民合意の

もとで形成されていくわけです。様々な異論・反

論が飛び交いつつも，合意に達していく市民参加

方式ならではの，多様な成果を上げうるのです。

里山利用が多元化するとともに，その整備もま

た多様化し，同時にそこに投入される市民の活動

もまた，広がりを持っていきます。かつては住民

(農林家)の個別的利用を基礎にして，結果として

里山の全体的な多様性が確保されていたのですが，

現代の市民参加の整備においては，これが社会的

な合意に基づく多様な里山利用に支えられて，そ

の多様性が計画的・持続的に形成されていくこと

になるわけです。

②活動の分化
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森の整備や利用の多様化は，活動の分化をもた

らしていきます。そのことにより，多様な日的や

動機を持つ市民を活動現場に引きつけていくこと

になります。しかし，里山整備に参加するといっ

ても，一般市民はほとんど技術的な基礎を持って

いません。また，体力や余裕時間にも幅がありま

す。この現実に対応して，以下のような活動形態

の分化方向が生まれます。

1）活動計画のあり方による分化

活動計画のあり方による分化は，臨時。随時参

加活動と，持続・連続参加の特性を持つ活動とし

て現れます。前者は「イベント的」なものであり，

後者は持続的な整備・管理主体形成を目的とする

計画です。市民参加方式には必ずこの二つの方向

が含まれています。このことは，市民個人の力量

に対応すると同時に，参加機会の多様性・柔軟性

を確保するためにも重要なのです。いずれの参加

形式によっても，それぞれに「参加達成感」が満

たされることになります。

先駆的・中軸的な市民が，持続的・中心的な活

動を行い，里山管理の主力となる方向を提示する

なら，イベント参加派は，これを支えるサポータ

ー的な役割を果たすことになるわけです。両者相

まってはじめて，里山整備・管理への社会的な拡

大システムが形成されるといってよいでしょう。

また，イベント参加派は，将来の中軸部分を生み

出すプールともなりうることにも留意しましょう。

2）活動主体の機能分化

幅広い市民の参加が必要な里山管理活動ですが，

どうしても一定程度の「専門性」が必要となる場

合が生まれます。しかし，多様な市民要求を受け

入れつつ，現実の里山に適合させてその整備や利

用のプログラムをはめ込まなければならないので，

狭い意味での「プロ」では務まりません。そこで

活動に参加するうちに形成されていく「市民とし

ての専門家」や，元来は専門家（学識経験者や行

政の専門家，あるいは緑地デザイナーなど）であ

るが，市民として「アマチュアの心を持つプロ」

の役割を発揮して活動できる人材が集まって,｢市

民としての専門家集団」を形成することが必要に



なるわけです。

このような集団の存在があると，行政との調整

や主張が必要なときに，信頼感を得る基礎ともな

ります。また，科学的な根拠を持つ活動が展開で

きることにより，貴重な自然資源や森林環境の破

壊が，不用意にもたらされることもなくなります。

これは，市民参加方式の社会的認知の推進と，信

頼度の向上に有効に働く要素となります。

このような集団の存在のもとで，一般参加の市

民活動が，正しい方向に誘導され，それがまた里

山整備の良好な成果を生みだし，参加者に対して

参加意義の自覚と達成感とを与える契機となって

いくのです。人間的な信頼と技術的な安心感とに

支えられてこそ，活動組織の結束力が高まり，統

率性もさらに高度に発揮されるようになっていき

ます。

●里山管理の第三段階●

市民参加による里山整備と利用が，多様・多元

化するにしたがって，これまで放置されるに任さ

れてきた里山は，しだいに姿を変えていきます。

活動開始当初は，現実に与えられた里山の状態に

規定されて，まずは，「人が入りやすい｣とか，「森

が順調に更新する条件を整える」といったような，

最も基本的な整備活動が主体とならざるを得ない

わけです。しかし，この過程で里111は，活動に参

加する市民にとっては「あらかじめ与えられたも

の」という性格から脱却して，自分たちの明確な

意思に基づいて，新たなものへと改変されていく

対象として性格付けされていくことになります。

これは，里山の環境のみならず，その利用内容

についても同様に当てはまります。かつては農林

家の生産や生活日IWという個別利用であったもの

が，自然観察，環境教育，保健休養，地域環境の

保全，地域エネルギー確保などといった「社会的

な利用」へと変えられていくのです。既成概念か

らの脱却，といえましょうか。

市民参加の対象となる里山の雑木林は，幸い萌

芽更新によって，比較的短い年月の間に植生や林

分構造の改善が可能です。里山整備の第二段階に

おいて，主体的な力堂を体得した市民活動組織は，

第三段階において，年次計画を含めた長期の里山

整備・管理ならびにそれに連動する利用計画を立

てる能力を発揮するようになるのです。

自然観察や環境教育の場としての里山は，それ

にふさわしいように変えられていきます。野鳥の

生息空間は，なお一層に改善されていき，多様な

生息環境としての管理が実践されていきます。そ

れぞれの場が，それぞれの利月]・管理テーマを担

うに最適な市民グループの活動の結果として形成

されていくので，里111は全体として質的に向上し，

多様化した環境へと誘導されていきます。

この過程で，時には商度に専門的な判断が必要

な場合が発生します。例えば里山の猛禽類である

オオタカの生息と人の利用とをどう洲盤するか，

といった問題です。このとき，すべての7i1民活動

団体が，適正な判断を下すに必要な人材すべてを

包摂しているわけではありません。そこで各地の

市民活動が順調に展開していくためには，困った

ときに智恵や人材を提供できる「広域連携組織」

の存在が必要となってくるのです。

しかもこの広域連携組織は，独自の組織原理を

持ち，実践活動を行う諸団体により織成されるの

でなければ，実際的な指導性を発揮できません。

したがってこの組織は，ある意味では実践活動を

行う「市民としての専門家集団」のネッI､ワーク

であると性格付けしてよいのではないかと，私は

考えています。

広域連携組織を大きな基礎として，各地でそれ

ぞれの地域性に立脚しながら自主的に活動を組み

立て，持続していくシステム，これが市民参加の

里山管理活動の発展した姿であろうかと，私は考

えます。里山管理活動が，「点」から「線｣へ，そ

して「面」として広がっていく様相を，私はここ

に見ています。里山が社会にとって必須のもので

あるなら，それは社会的な仕組みのもとでこそ保

全され，維持されなければならないと思います。

そのための自己学習を積み重ねつつ，活動を持続

する多くの組織・団体を，みなさんとともに育て

ていきたいと思います。
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（今月のテーマ里山を考える〉

里山を考えるためのメモ

森林総合研究所関西支所

おおすみかつひろふかまちかつえ

大住克博・深町加津枝

には里山という存在の多様さと，成立の仕組みの

複雑さに由来するのではないでしょうか。加えて，

現在里llIに関心を持つ人々 のmli値観や，里山への

期待も多様であることが，問題をいっそう複雑に

しているものと思われます。

里山といわれる地域を歩くと，それが様々な二

次林で描成されていることに気づきます。北上山

地では，現在成立している里山二次林の種構成が，

過去の土地利月1により大きく異なっていました

(表①)。火入れや伐採方法など，人の関与の違い

により更新する樹種が選択され，異なったタイプ

の二次林が成立していくのです。このような二次

林はまた，人との関係にしたがって地域の中に配

置されています。丹後半島の例では，短伐期の柴

山からやや伐期の長い薪炭林，不定期伐の高齢ブ

ナ二次林などが，集落の周囲に一定のパターンを

柵いて分布し，それぞれは日常生活の燃料や緑肥

の採取から婚礼や火事の後の集落の再建といった

まれな出来事まで，集落の住民のいろいろなレベ

ルでの利用により成立していました(図①)。これ

らのことから，里山は自然的な立地ばかりではな

く，地域社会の社会的・文化的な榊造にも対応し

た存在であることがわかります。里山の本質はそ

の植生にあるのではなく，むしろ植生を作り上げ

てきた地域社会と生態系の相互関係にあるのだと

も言えるでしょう。

しかし，このような地元の股耕集落を担い手と

する里山の前工業化社会的な利用は,1960年代で

●里山とは何か●

里山について社会の関心が高まりつつあります。

しかしその一方で，里山の何を問題にしているの

かよくわからない，今なぜ里山を管理し保全しな

ればいけないのか，そもそも里山とは何を指すの

か，といった声も林業関係者の間から多く聞かれ

ます。

里山という言葉は明確に定義されたものではな

いようで，資料を調べるとその目的や背景によっ

て様々に使われてきたことがわかります。既存の

定義はおおむね地理的なもの，植生的なもの，里

山が成立する仕組みや機構に着目したもの，社会

文化的なものに大別できそうです。学術書や啓蒙

書には，機構的，社会文化的な定義が多く，行政

文書には地理的あるいは植生的な定義が一般的と

いう傾向がありますが，近年では機構的な定義が

増えているようです。筆者らもこの定義が最も適

切であると考えますので，ここでは「Iﾖ常生活お

よび自給的な農業や伝統的な産業のため，地域住

民が入り込み，資源として利用し，撹乱すること

で維持されてきた，森林を中心にしたランドスケ

ープ」と定義して話を進めたいと思います。

里山の範囲は，森林のみでなく農地なども含め

たランドスケープ（集落，田圃，森林など異質の

土地利用,植生の集合で,視覚的に一体となった地

域のまとまり）として捉えることが適切でしょう

(田端編1997，守山1997)。なぜならば,里山は

農耕を主たる生業とする地域社会の関与により成

立するものであり，また生息する生表①北上ロ

物も，森林と農耕地双方を利用する過去の土地利月
例が多く見られるからです。

表①北上山地中部における過去の土地利用による里山林の構成種の違い

過去の土地利用形態現在成立する二次林の主要な構成種

･問題の暖昧さと複雑さ・皇獺鱸謡薪炭林〕ﾐズﾅﾗｺﾅﾗｲﾀヤカエデェゾヤマザクラ
シラカンバアカマツミズナラダケカンバ

里山の示す暖昧な印象は,一義的天然林ブナウダイカンバホオノキハウチワカエデ
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おける1960年頃の土地利用スキーム（深町2000)丹後半島山間部に図(1

ほぼ終焉し，もっぱら開発や拡大造林の対象と 1卯079加ゾ9207卵01“0795079”19加198079”2000年

して扱われる時代が続きました(図②)。近年の腱用林薪炭林産
再評価は，従来の担い手であった地域の農業者木材生産一彦

とは異なった人々による，異なった期待を背景開発予備地一壱

にしているようです｡里山保全を目指して活動群i)jz-ｼｮﾝ 号

する各地の市民グループは都市からの参加者を公益的機能

多く含み，その視線は非腱業者的な性格が強い緑地風景保全一彦
生物生息地一産

ものと思われます。メディアの論調も含めて，覗境教育社会参加一産
現在の里山への期待には，風景の維持，生態多

様性の保全，余暇・教育の場としての整備など図②里山林に対する社会的な関心の変化

が重きを占めています。つまり里1I1は，人々が非す。では今後我々は，どのように里山に対処して

農業者として郊外を意識し始めたときに，環境間いけばよいのでしょうか？

題として再登場してきたわけです（深町ほか編里山の本質は，里山を作り上げてきた地域社会

1998)。さらに，かつて里山に存在したであろう，と生態系の相互関係にあると思いますので，里山

人の利用も組み込んだ生態系としての持続性に注を保全するということは，単にコナラ林の械生を

日し，地球温暖化防止につながる化石資源の使用保護するということではなく，かつてコナラ林を

抑制という新しい観点から，里山資源を利用して成立させてきたような，地域社会が森林へ継続的

いこうという動きも広がりつつあります（室｢11に関与する何らかの仕組みを保障する，というこ

1985)。とだと考えます(亀山編1996)。補助金や公共事

●対処の可能性●業などによる一時的な処置では，当面林相を維持

このように里山の符理・保全は，単一樹種単一することはできても，里山としての持続は|氷I雌で

目的に近い木材生産のための針葉樹人工林経営のしよう。たとえ公的な援助を受けるにせよ，その

対極にあり，今まで林業関係者がなじんできた思地域で継続的に里山に関与していこうという意思

考の延長では，対応が難しい問題であると思いまを持った担い手が必要です。里山の大半は私有地
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であり，そこには符理意欲を喪失した多数の所有

者がいると推測されます。彼らの意思を管理に向

かわせるためには，里山に何らかの経済的利用価

値を見出すことが必要であり，そのためにも，前

述のような里山の生物資源の持続的利用や，都市

市民への開放などの検討が望まれています。

しかしながら，一度存立基盤が失われ，崩壊し

てしまったシステムを再椛築することは容易では

ありません。そして現在では，多様な里山が多様

な期待を背負っているのであれば，もはや問題の

解答も一つにしぼることができないのではないで

しょうか。このことを無視して里山管理をマニュ

アル化することは危険でしょう。様々な人々の参

加を促しながら，ケースごと地域ごとに複数の方

策の組み合わせで実行可能な管理・保全体系を考

えていくことが，最も妥当な道筋だと思います。

これは具体的には，近年地域計画手法として取り

上げられつつあるシナリオの提示と選択というプ

ロセスにあたるでしょう。まず地域の里山の現状

を分類分析し，それぞれの類型の生物相や維持さ

れてきた仕組みなどを，可能な限り理解します。

あわせて生物多様性の保全や資源利用，レクリエ

ーション利用など，今後各類型に求めようとする

機能や管理'二|標を，いくつかの段階で設定します。

そして伐採から放漣までを含め，それらを実現す

るために取りうる方餓とコスト，管理結果などに

ついて予測を行い，それぞれのシナリオを用意し

ます。そのうえで人々の参加と合意により，地域

ごとの里山管理・保全方針を選択していくわけで

す。

このようなシナリオの提示と選択は，里山のよ

うな複雑な問題の解決には合理的な方途ではある

のですが，実施は容易ではありません。そもそも

我々は里山の仕組みについて，シナリオを作成し

てその管理・保全方針を検討するのに十分な理解

を，いまだ持ち合わせていません。人工林は言う

までもなく，原生的な天然林に較べても，里山や

それを描成する二次林，その生物相に関する情報

は貧|北Iです。凧山を支える地域社会の潜在力につ

いてもl司様です｡しかしその一方で,劇的に変容し

つつある里山の保全は緊急課題であり，情報や理

解が限られているにもかかわらず速やかな対処を
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迫られている現実があります｡したがって，シナリ

オの選択，地域での合意といった手順を踏んで総

合的な解決を目指す努力と並行して，市民ボラン

ティアの参加など，できることから少しでも実践

していくという戦略を進めることも必要でしょう。

里山の管理・保全事業を積極的に推進するため

の妙案は，今のところ見つかっていません。市民

活動などの応援を得ても，現状では広大な里山の

ほとんどは結局放憧にならざるを得ないと予想さ

れます。所有者個人による里山の積極的な利用が

困難で，かつ所有や権利設定も複雑なことを考え

あわせると，既存の所有と管理の枠組を超えた新

しい制度が必要でしょう（山田編1994，上杉

1998)。また，里山が地域の自然環境の中に大きな

位置を占める以上，放置せざるを得ない場合でも

管理対象としての放棄はすべきではありません。

管理のうえで指導的な役割を果たすことになるで

あろう自治体には，放置した結果の予測も行いな

がら政策を立てていくことが望まれます。

●なぜ里山を管理・保全するのか●

ところで，そもそもなぜ里山を管理し保全しな

ければならないかという問いに対する十分な回答

を，我々はまだ持ち得ていないように思います。

各種の機能発揮への期待は，社会を里山の管理・

保全へと向かわせる重要な動機付けであり，本稿

においてもそれらを基盤とした複合的な管理方法

の選択を示唆しました。しかし里山の管理・保全

の根拠を機能にのみ頼った場合，機能がどこかで

何らかの形で代償されれば，投資効率などの点か

ら必ずしも里山にこだわる必要はない，という結

論が引き出される可能性もあります。

近世から近代における里山は，過度の利用によ

り荒廃した森林であり，現在ようやく回復の過程

にあるのだから放置したほうがよい，という主張

も根強くあります。しかし里山では，人が土地利

用という形で撹乱を加え続けてきたことで，氷期

にさかのぼるともいわれる独特の生物相が温存さ

れてきましたが，これらは利用の停止とともに急

速に失われつつあります（守山1988,石井ほか

1993)｡さらに,里山も所詮人の開発の結果成立し

た自然であり，開発するにせよ放置するにせよ，

いずれそれなりに回復するだろうという楽観論も
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関心を持つ人々を根本で突き動かしてい

る動機の多くは，実は個別の機能よりも

この点に由来しているのではないでしょ

うか。従来すくいきれなかった里山の文

化的価値をいかに認知していくか，この

ことも今後の大きな課題でしょう。

●里山問題の持つ普遍性●

本稿で触れた里山問題に関連する様々

な考え方の多くは，里山に固有のものと

して封印すべきではないと考えます。例

えば多様な目的の組み合わせとその調整

による森林管理，人々の参加と合意形成

による管理計画策定，文化的価値の評価，

結果の予測できない環境改変を避ける倫

理，さらにはここで詳述できなかった地
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図③丹後半島山間部における里山の変容パターン
実線の太さは，要素間の移動の大小を示す（深町ほか

あります。これについては，長期間をかけて形成

されてきたと推測されるかつての里山の持ってい

た変化速度に較べ，この半世紀の変化がいかに急

激であったかということを指摘しておきたいと思

います(図③)。まして重機を使用して数年のうち

に広大な景観を一変してしまうような現在の開発

は，生物が移動し新たな環境になじんでいく余地

を，。|-分には残していないのではないでしょうか。

里山は，少なくとも過去一定期間地域社会のLI.!

で持続してきた自然資源利用のシステムであり，

その影響下で一定の生物相とランドスケープを形

成してきました。そして我々は，そのシステムの

喪失あるいは急激な変質の結果を，まだよく知り

得ていません。まさにこのわからない，予測でき

ないという点において，里山を保全すべき第一の

根拠があるものと考えます。なぜならわからない

変化は持ち込まない，あるいは可能な限り緩和す

るということが，自然環境に対処するうえでの社

会の倫理であると考えるからです。

また里II1を保全する理由として，従来あまり認

知，評価されてこなかった文化的あるいは精神的

価値の復権が必要であるとも考えます（トゥアン

1992)｡例えば風景としての里山を惜しむ気持ちを

どう考えるかということです。このような佃i値は

評mliしにくいので，暖昧な感傷論として議論から

排除されてきたきらいがあります。しかし里山に

1997）域を単位とした資源の循環利用システム
等などは，現在変革を迫られている林業や森林袴

理のシステムの再描築にも，大きな示唆を与える

ものではないでしょうか。里山の保全・管理を考

えるということは決して趣味や道楽ではなく，

我々林業技術者がこれからの森林管理を考えてい

くための，試金石となり得る課題なのだろうと思

います。
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ノ今月のテーマ里山を考える

持続可能な社会の構築に向けて
-2005年日本国際博覧会の取り組み一

側2005年日本国際鱒冨室壼融夛三善箱鴬

時々の時代の要請に応えるべく開催されてきたも

のです。

2005年日本国際博覧会もこのような性格を持

つと同時に，会場建設費は国，自治体，経済界か

らの寄付によって賄われるものの，運営費は入場

料等を原資として採算をとる興行という性格を有

しています。また，会場の基盤，交通アクセス，

宿泊施設等の整備など多くの条件整備について

様々な方々に支えていただくものでもあります。

21世紀を迎えた今日，私たちは，地球規模で進

行する環境，資源，人口，食料，高齢化といった

人類の生存にかかわる諸問題に直面しています。

2005年日本国際博覧会では，「自然の叡智｣という

テーマのもと，これら諸問題の解決に資するため，

人間と自然とのかかわりを見直し，持続可能な社

会を形成していくための提案を試みようとしてい

ます。

私は，この博覧会の企画・立案・開催主体であ

る側2005年日本国際博覧会協会において,自然の

活用，エネルギーシステム，ゼロエミッション，

食と農という観点から，本博覧会のWM催理念を具

体化するチームを担当しております。以下に，本

博覧会の理念と概要，その中での森林の位置付け，

森林からの提案等について，私の担当業務の話題

を中心に述べることとします。

●人類共通の課題の解決に向けた

博覧会の取り組み●

(1)2005年日本国際博覧会の基本的な理念

産業革命以降の人類は，経済発展と生活の利便

●はじめに●

2005年日本国際博覧会は,2000年12月15日，

パリで開かれたBIE(博覧会国際事務局）総会に

て，正式に登録が承認されました。この博覧会は，
かい

2005年3～9月までの半年間,愛知県瀬戸市の海
し,k

上の森（海上地区）と，同県長久手l111.の青少年公

園（青少年公園地区）を会場として開催される予

定であり，総入場者数を1,500万人と見込んでい

ます。

1997年にわが国が博覧会開催権を得て，当協会

が設置されて以降，オオタカの営巣確認を契機と

した会場変更，跡地での住宅事業への批判を契機

とした会場縮小，市民参加による「愛知万博検討

会議(海上地区を中心として)」の設置などめまぐ

るしい動きがありましたが，今回の正式承認によ

ってやっとスタート台に立つことができました。

今後は，会場の実施設計と建設工事，海外や国内

の参加者募集と調整，寄付金募集，展示．催事・

運営内容の具体化といった作業を行っていくこと

となります。

国際博覧会とは，国際博覧会条約によってr公

衆の教育を主たるu的とする催しであって，文明

の必要とするものに応ずるために人類が利用する

ことのできる手段又は人類の活動の1若しくは2

以上の部門において達成された進歩若しくはそれ

らの部門における将来の展望を示すもの」と定義

された社会的使命を有する催しで,1851年にロン

ドンで開催(わが国では1970年の大阪万博が第1

回）されて以来，これまで150年にわたり，その

⑯－林業技術No.7072001.2
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図2005年日本国際博覧会会場概念図
I

性の追及により，大触生産，大越消費，大堂廃棄

型のライフスタイルを築き上げ，結果として自然

の破壊，地球温暖化，資源の枯渇，食料不足，森

林の減少，砂漠化といった地球規棋での諸問題に

直面するようになりました。これらの問題は相互

に，複雑に絡み合いながら進行しています。こう

した問題の解決に当たっては，人口増大や経済発

展との調和を考えた取り組みを行うことが必要と

なっています。

2005年日本国際博覧会は，その開催を契機とし

て，これらの取り組みが一層促進されて実りを上

げるためのきっかけづくりを行おうとしています。

限りある資源を有効に活用し，環境に配慮しなが

ら生存していくためには，当然ながら大量生産，

大量消費，大量廃棄といった人間と自然との間の

一方的なモノの流れを，できるだけ循環的にし，

持続可能な社会システムを形成していくことが必

要です。

ただし，貧困からの脱却や，人口増加への対応

が必要である以上，大域生産や大量消費自体は否

定できるものではありません。むしろ，モノの流

れ自体は活発にし経済を活性化させることは必要

で，その際に労働生産性だけではなく資源生産性

も重視していくべきでしょう。また，先進国を中

心にこれまで築き上げてきた豊かな生活について

も，過度なぜいたくは排除するとしても，その質

自体を落とすことは困難かと考えられます。

そこで，本博臆会では，

、過去の知恵に学びながら今円的な自然とのか

かわりを築くこと

・人間の豊かな生活を保|隙するための生産と消

蟹自体を否定せず，そのために必要な物質を

極力再生可能資源に巾来するものとすること

・不要物をできるだけ排出しないことを前提に，

いったん不要となったモノについても，可能

な限り再利用，再資源化し，廃棄されるもの

は最小限にとどめること

が可能となるような方法論と，それを支える社

会システムについての提案を目指しています。

(2)博覧会会場内の取り組み

博覧会会場は，ショーウィンドウであり非日常

を体験する場です。

例えば，海上の森は二次的な自然のモデルケー

スと位置付け，そこにある環境を資源として捉え，

経済性と生物多様性の維持を保障しながらその資

源を有効に利肘する仕組みや，都市と森林を結ぶ

文化の創造について提案する場とします。

また,会場全体を2030年ごろの最適なエネルギ

ーシステムのデモンスI､レーション区域とし，

CO2排出堂の極力削減（目標値:75%削減）と革

新的技術の導入を口標に，燃料電池等の新エネル

ギーを中心とした分散型のエネルギーシステムや，

水素エネルギー技術を導入し，実証実験を兼ねて

実稼動させることを|斗指します。

さらに，会場はゼロエミッションを実感できる

空間とし，会場内で発生する不要物については，

周辺地域と連携して発生抑制，再使凧再資源化

を徹底し最終処分鑓を減少させることとし，運営

林業技術No.7072001.2-⑰



上の工夫を行うとともに，環境負荷の少ないリサ

イクル技術を導入します。そして，このような場

において，お客様に楽しみながら様々な体験や学

習をしていただくため，海上の森，青少年公園の

緑地，エネルギー施設，リサイクル施設などを結

ぶガイド付きツアー，お客様にゲーム感覚で不要

物の分別等に取り組んでいただくためのEXPO

ルールの提示，日常生活で環境ボランティアやグ

リーン購入などに取り組まれたお客様に対し，そ

の活動度合いに応じたポイント（エコバリュー）

を発行し，一定のポイント所持者には，例えばパ

ビリオンヘ優先的に入館していただくといった運

営上の仕組みも検討しているところです。

会場内で発信するこうした提案は，当然ながら

問題解決のための唯一の解ではなく，お客様や関

係者に自分なりの「持続可能な社会」のイメージ

を持っていただき，そして国や地域ごとの実情に

応じた取り組みを行っていただくための一つの

｢たたき台」となるものです。

(3)周辺地域における取り組み

博覧会で提案する理念は，着実に周辺地域に継

承され，そして日本全国，世界へと波及していく

ことが求められます。

会場をショーウィンドウとするならば，その周

辺は持続可能な社会を具現化する地域となること

が望まれます。このため，博覧会を契機に，周辺

地域において森林の利用，整備，保全が促進され，

新エネルギーの導入が進み，モノの流れが循環的

となるとともに，市民レベルでの環境配慮行動が

促進されること，そしてこれらに関する技術が進

歩し，ビジネスチャンスが拡大し，社会システム

が進化していくことが必要と考えています。

これらの取り組みを進めるためには，当然なが

ら受け皿となる行政，企業，市民のご協力が不可

欠であり，今後これらの方々に具体的な提案を行

っていくこととしています。

●森林からの提案●

ここまでは，環境に視点をおいて本博覧会の全

体像について述べてきましたが，ここからは、海

⑱－林業技術No.7072001.2

上の森に視点を置いて，その会場としての位置付

けの変遷と，持続可能な社会実現に向けた森林か

らの提案について説明することとします。

(1)会場としての森林の位置付けの変遷

1997年にわが国が博覧会の開催権を得た当時

は，愛知県瀬戸市にある通称「海上の森」と呼ば

れる約540haの森林を会場としていました｡それ

以降1999年夏までは,会場のうち約40haについ

て，将来構想である住宅事業により先行的に土地

を造成し，パビリオン等の展示・集客施設を配置

する「主要施設地区」とすることと，その周辺の

約500haの森林については，その環境を生かし

｢森林体感地区｣として活用することとしておりま

した。

しかし，1999年春のオオタカの営巣確認をきっ

かけに，同年夏には海上の森の利用密度を低くし

て，瀬戸市に隣接する長久手町の県営青少年公園

も活用し，海上地区と青少年公園地区の両地区を

一つの会場として活用することとなりました。さ

らに,2000年初頭から春にかけて，海上地区の住

宅事業に関する厳しい批判を受けて，住宅事業が

中止され，アクセス道路の計画は凍結となり，博

覧会時の土地利用について市民の方々と議論しな

がらその方針を決めていくこととなりました。

そこで,2000年5月に博覧会協会が設立したの

が「愛知万博検討会議（海上地区を中心として)」

という検討組織です。この会議は，地元と中央の

F1然保護団体代表者，地元関係者，有識者，博覧

会協会関係者の合計28名の委員によって構成さ

れ，会議の内容はすべてその場で公開するととも

に，インターネッI､上でも中継するといった手法

を取り入れ,2000年12月21日まで計13回の会

合が持たれ議論がなされてきました。この手法は，

おそらくこれまでの公的なプロジェクトではあま

り例のないものであったと思います。

博覧会終了後の海上地区の扱いについては，愛

知県において検討されている途上ですｶﾖ，博覧会

時の利用に当たっての基本的な方針は，この愛知

万博検討会議によって示された方針を踏襲するこ

ととなります。



この方針とは，海上の森の西南部について，政

府館5,000m2(恒久施設),自治体館5,000m2(恒

久施設)，テーマ館8,000m2(仮設施設）の設置

と，必要最小限度の道路，園路，施設周辺の平場

を設け，そこを国際的に登録する博覧会会場とす

ることと，この「登録会場」周辺の海上の森につ

いては登録会場とはしないものの，人と自然との

かかわりを表現する場として博覧会開催時に活用

していくというものです。そして，昨年9月の政

府閣議決定においては，この考え方に沿った会場

計画等が承認され,ただちに日本政府からBIEに

登録申請書が提出されました。

その後，昨年11月のBIE執行委員会の現地調

査の際に，

・集客の中心は，外国政府館が配置される青少

年公園地区であることを明確にすること

．このため，政府館，自治体館という名称の施

設は青少年公園地区について用いることとし，

海上地区に計画している政府と自治体による

恒久施設については，その名称を変更するこ

と

．さらに，海上地区登録会場周辺の森林につい

ては,BIE登録上は会場とは無関係な区域と

すること

等がわが国とBIEの間で確認され,この内容を

もって12月15日のBIE総会で正式に登録承認

となりました。

以上のような経緯を経て,海上の森のBIE登録

上の位置付けは大きく変化しましたが，当協会と

しては，本博覧会における海上の森の実質的な重

要性については何ら変わるものではなく，引き続

きその活用方策について検討していきたいと考え

ています。

(2)博覧会における海上の森の捉え方

ご承知のとおり，わが国の里山と呼ばれるよう

な二次的な森林は，古くから燃料などの生活資材，

肥料などの農業資材，そして建築資材など人間の

活動に必要不可欠な資源を得るため，人が適度に

利用し，それによって形成された環境を生物が利

用するという持続的なシステムが形成され，その

結果，生物の多様性が維持され，災害が防止され，

豊かな景観が形成されてきた場です。

一方，燃料革命と農業技術の進歩により人為の

動機が失われた里山の中には，荒廃が顕在化して

いるものもあり，このまま放置すれば，乱開発に
はく?く

よる面積の減少や二次的自然が育む生物の多様性

の減少といった面が懸念されています。このよう

な中で，近年，里山に対する市民の関心が強まり，

景観の保全，自然体験の場等として注目されてき

ています。

海上の森を含む周辺地域の森林もまた，瀬戸焼

の燃料や炭に利用されるとともに，陶土の採掘な

ども行われ，それを支える社会のシステムが存在

していました。しかしながら，すでに江戸時代に

は，これらの利用が過度に進められて森林が荒廃

し，山崩れや洪水などの災害が発生していたとい

う記録が見られます。また戦中・戦後の資材不足

のための大規模な過伐により，地域一体が裸地化

していた時期も存在します。こうした荒廃からの

再生と，国民生活の維持向上のための木材需要に

対応するため，明治末期から本格的な治山・砂防

事業，森林造成事業が実施され，長い年月をかけ

て森林は再生しましたが，その後は放置されてき

ました。

このように，海上の森では，適度な利用，過度

な利用，荒廃，再生といった過程を通じ，結果と

して，スギ・ヒノキの人工林，落葉広葉樹やアカ

マツを中心とした二次林，コジイなどの極相林か

ら成る森林植生と，注目すべき植物種も存するな

ど多様な環境が形成され，災害からの安全も確保

されてきました。また，これまでの過程で，自然

や歴史に関するデータが豊富に蓄績され，学術的

にもその価値が評価されています。

このように，海上の森は限られた空間の中で，

人と自然とのかかわりを考えるための多様な教訓

と糊を有しており，保護と開発の対立を超えた新

たな人と自然の関係を提示し得る場と考えられま

す。

(3)具体的提案の方向

この地を二次的な自然が置かれた現況の縮図と
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位置付ける中で，生態系の維持・修復，災害の防

止，景観の維持，再生可能資源の活用，地球温暖

化防止に寄与する森林の整備といった提案が可能

と考えられます。

例えば，再生可能であり，かつ地域に存在する

資源としての木質バイオマスの積極的な活用と，

それを支える地域システムの構築がその中の一つ

です。物質の循環利用に当たっては，輸送等に要

するエネルギーや環境負荷を削減する観点から，

できるだけ地域ごとの循環系を構築することが望

まれます。また，途上国を中心とした資源需要の

増大が予測される中で，海外に依存している資源

を可能な限り国内（地域）で自給することも必要

となってきます。

そこで，本博覧会では，海上の森や周辺森林に

存する木質バイオマスを，会場建設資材として利

用したり，燃料電池による熱電（コージェネレー

ション）併給システムを介してエネルギー利用し

ながら，これら資源の利用度合いに応じて森林を

育成するといった「地域における環境負荷低減と

物質循環に資するモデル」を提案してみたいと考

えています。そして，このモデルの提案に当たっ

ては，実際の世の中でそれを支える担い手や経済

性を考慮した仕組みについてもおり込んでいきた

いと考えています。こうしたことを通じて，里山

のような森林の利用価値に今日的な意義付けがで

きれば，地域に残るシステムとして定着し，森林

の適正な利用と維持が活発になるとともに，地域

文化の創造や発信に役立っていくのではないでし

ょうか。

また，一般のお客様に自然への理解を深めてい

ただくためには，自然を知り体感していただくこ

とカヌ重要で，そのためのきっかけづくりが必要で

す。このため，博覧会時には，可能な範囲で，で

きるだけ多くのお客様が実際に森林の中に入って

楽しめるよう，前述のガイド付きツアーや，芸術

作品の展示，コンサー1､などのイベントと，これ

らを可能にするための回遊施設，広場等の設置も

検討しています。

この中のツアーガイドについては，外国の方も
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含め，行政，企業，市民から広く人材を募り活雌

していただきます。そして博覧会終了後にはそれ

ぞれの職場や地域において自然学習や環境活動の

リーダー的存在となっていただくことが望まれま

す。

●おわりに●

私たちは21世紀を迎えました。社会の営みや進

歩は，人々の地道な努力により形成されるもので

あり，世紀が変わったこと自体が社会に劇的な変

化をもたらすことはないでしょう。ただ，新世紀

を迎えたことが，多くの人たちが意を新たにし，

これまで以上に前向きに努力していくきっかけと

なる場合もあります。

そうした意味で,21世紀最初の国際博覧会であ

る2005年日本国際博覧会は,新たな世の中づくり

の道具として活用する{llli値があるのではないでし

ょうか。より多くの方にこの博覧会の意義を理解

していただき，博覧会を活用して自分なりの思い

を実現していただくことに期待します。

博覧会協会は，この博覧会の開催を主体的に担

う団体です。ただし，その権限や能力には限界が

あり，外国政府，企業，市民の方々の出展やご協

JJ,R本政府と関係自治体の全面的なバックアッ

プなしには開催理念を実現することは困難です。

そして，何よりも，より多くのお客様に博覧会を

楽しみながら持続可能な社会づくりについて考え

ていただくことが重要であり，そのための魅力づ

くりが私たちに課せられた使命です。

今後とも，魅力ある博覧会の開催を目指して努

力してまいりますので，皆様方のご支援，ご協力

を心からお願い申し上げます。

最後に，本稿の内容については，必ずしも実現

可能性が担保されたものばかりではなく，現段階

での検討状況について私見も交えて筆者個人の責

任においてまとめたものであることを申し添えま

す。

〆

、

財団法人2005年日本国際博覧会協会HP

http://www.expo2005.or.jp

、

ノ



（ ）今月のテーマ里山を考える

神奈川県における里山活動
なかがわしげとし

中川菫年神奈川県自然環境保全センター研究部

で,大阪府の151.7,東京都の143.6に続く大きな
●はじめに●

値となっている。この点は林業県といわれるいく

神奈川県の民有林における広葉樹林の而績はつかの県一島根県1．5人，岩手県1．2人とは事情

48,356.54ha｡古い雑木林も含めて齢級20以下をが異なり，一般市民の森林に対する関心の総量と

雑木林とすればb45,867.52ha,広葉樹林面積のしての強さと市民参加型の森作りのポテンシャル

94.9％である｡標高300mまでの広葉樹林面績がが大きいことを意味しているのではなかろうか。

21,336.61ha,44.1%,標高300m以上が 雑木林の1サイクルは約20年｡伐採,萌芽,成

27,019.93haとなっている。長の繰り返しが特徴である。この繰り返し力ざ雑木

島根県や岩手県のような大きな県とは違って森林の構成生物群の多様性を維持させていたのは言

林面積が小さな県であり，同時に森林1ha当たりうまでもないことである。

の県民の人数は，1997年時の値は84.1人/ha 過去の雑木林の林床植物は大きく分けるとスス

ha
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図①全国の齢級別広葉樹林面積
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キ草原の構成植物，狭義の雑木林本来の構成植物，

伐採跡地群落の構成植物，そして一部の自然林椛

成植物が人間の管理下に時系的に組み合わされた

ものが雑木林林床植物である。これらすべてを含

むものを広義の雑木林構成種群と呼ぶ。

また雑木林もその成立年代によって樅成種が異

なることが少しずつ判明してきている。雑木林の

成立は，①埼玉県三芳町の三富新田に代表される

近世の新田開発に伴う計画的な造成，②それ以前

からある農耕に適さない急斜面に存在する雑木林，

③特殊な例としては明治時代以降あるいは昭和期

に造成した雑木林と，時代的にも様々で，また地

形的にも特徴が見られる。

神奈川県でも計画的な近世の造成例としては相

模原市の台地上の雑木林が①にあたり，新田開発

に伴って造成された。②の例では丹沢山地の裾部

などに古くから存在するものがこれにあたる。

いずれの雑木林も耕作可能な場所であれば，

1940年代,第2次世界大戦を挟む食糧難の時代に

開墾畑として農地に転用された部分も少なくなか

った｡また反対に1960年代には不便で生産性の乏

しい部分からの耕作放棄が行われ，その結果，畑，

土手が雑木林化した林分も少なくない。こうした

林分では林床植物が極めて貧弱であることが指摘

され，厳密な意味での雑木林とは異なった森林で

ある。

ところが資源構成表の齢級別広葉樹林（雑木林

は天然林扱い）面積（図①）を見ると県を問わず

特徴的なカーブが読み取れる｡それは齢級10以上

の森林が少なく，同時に齢級6以下の森林が少な

いことである。反対に9～10齢級，林齢にして

40～50年の森林が神奈川県では全面職の40.9%

と極めて多い。

統計時の年代を補正しても神奈川県の森林面積

はその齢級配置が全国の動向に比べ1～2齢級分

大きくなっている。すなわち全国に先駆けて雑木

林の伐採が行われなくなってしまったことを意味

している。同時に齢級7以下が急速に減少，5以

下は296.7haで0.61%となっている。この値は

静岡県の7.0%,島根県17.7%,高知県19.6%

⑳－林業技術No.7072001.2

に比べ著しく小さな値となっている。他の県では

林産物として例えば木炭生産や，チップ生産が行

われていることを示している。神奈川県では雑木

林における木炭などの生産放棄が他県よりいち早

く行われ，また徹底したことを意味している。

放棄された元雑木林に対する市民の評価には極

端な2つの考え方がある。ひとつは大きくなった

森林はそれだけで貴いという考え方で，実際，景

観的にはりっぱな森林があちこちに見られるよう

になっている。樹種の構成の変化，林床植生の減

少といった点はあまり問題にしない見方である。

いわば森林の上層木が良ければ良いという,「コナ

ラ信仰型」とでもいう型。もうひとつは雑木林に

おける生物の多様性を案じる考え方で，若い雑木

林の特に林床に生活する生物種の減少を憂える立

場で，林床の草を大事にする「スミレ信仰型」で

あろう。

前者であれば雑木林は放置されていても問題は

ない。さらにコナラからシラカシやスダジイに変

わってもほとんど問題はない。このような考え方

は以前からあり，現在でも根強い支持を得ている。

一方，後者の考え方は新しい視点でありまた多く

はない。雑木林の生き生きとした活力ある状態を

望む場合には重要な見方となる。このほかにも多

様性を確保しながら一定の景観の質を確保しよう

とする，環境高木林施業法や強度の間伐による林

床植物の確保といった施業法が行われている。

●神奈川県里山活動の始まり●

放置された元雑木林の保全については1980年

代になって環境問題の中でも重要なテーマとして

位置付けられるようになった。特に放置された雑

木林のはっきりした社会的再価値付けのきっかけ

は1992年の世界環境会議（ブラジルサミット）で

生物の多様性と持続的な利用の2点が打ち出され

て以降であろう。

これに先駆け1980年代には少数ではあるが全

国各地で雑木林，里山保全あるいはスギ，ヒノキ

人工造林地に対するアマチュアの支援が始まって

いた。これが市民参加の森作りの始まりである。



写真①丸太のブランコ（横浜・緑区，子どもアートパーク）

前者では神奈川県での横浜市の舞岡，鎌倉市山崎

の谷戸などでの活動が挙げられる。後者は富山県

での学生を中心とした草刈り十字軍が最も知られ

た事例である。

前者の活動ではいずれも谷戸田の復活や維持を

中心にしており，いずれも後に市が公園化し，公

認の活動という発展した形で現在まで続けられて

いる。こうした活動に対し雑木林を主な対象にし

た保全活動は少し遅れて発足している。

神奈川県における公的な取り組みは1987年に

始まった事業で「きずなの森造成事業」が発足し

た。これは放置された雑木林を対象とし，所有者，

利用グループ，行政（市町）間の3者協定による

協定を結び事業を行うものである。この事業は元

来森林の管理は森林所有者が行うことを前提とし

ており，その管理を市民が行うことで森林所有者

にメリッl､があるという形になっており，森林所

有者に対する金銭上での優遇措置はないという点

が特徴であった。

1事業は5年間にわたる。初年度対象事業地1

カ所当たり20万円とha当たり39万5千円の管

理費を出し，2年目からは自費で管理を行う方式

である。実際には2年目から市が単独で支援する

自治体もあった。こうした「きずなの森」の活動

は県内19カ所において行われ,合計面積30haに

及んでいる。

これは横浜市の｢よこはま市民の森｣，相模原市

の「木もれびの森」の管理を有料で森林所有者を

含む愛護会や自治会に委託する形式とは異なって

いる。

趣

写真②ピザ窯（七沢森林公園）

●橦浜市の動き●

神奈川県内では横浜市の動きが最も早かったと

いえる。横浜市では1971（昭和46）年に「横浜市

民の森」制度が発足，栄区，港南区，緑区の4カ

所から始まっている。また1986年には｢横浜自然

観察の森」(47.4ha)を設置,様々 なワークショッ

プや活動の仕組みに対しての先駆的な動きを行っ

ている。横浜｢市民の森」は現在では市内25カ所

467haに及び，横浜市の森林面積の約10%を占

めるほどになっている。雑木林では環境高木林施

業が主で，スギ，ヒノキの人工林では通常の枝打

ち．間伐が，またモウソウチクを主とした竹林で

は間伐が行われている。

このほか横浜市内での自主的な活動グループは

恩田の谷戸ファンクラブ，港北ニュータウン緑の

会（連合体）などのグループがあり，それぞれに

自主的な活動を行っている。またこうしたグルー

プを総括する「よこはまの森フォーラム」が結成

され，自主的な連携活動が行われている。

●相模原市の動き●

相模原市では1984年に「木もれびの森」73ha

を設置し保全を行ってきている。「木もれびの森」

は全国的にも珍しい平地林の雑木林で，住宅地に

接しているが，こうした残存している森林が1966

年首都圏近郊緑地保全法に指定され,84年に首都

圏近郊緑地特別保全地区に指定され，現在の「木

もれびの森」となっている。この結果，雑木林が

保全されたものである。現在では自治会などが各

所で管理活動を行っている。脅理形態は環境高木
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写真③落葉掻き（七沢森林公園）

型の施業で，林床の落葉掻き，枯死した樹木の除

去作業が行われている。一部の森林では林床が掃

き清められ，林床植物がまったく減少した状態の

林分も見られ，様々なグループの考え方を反映し

た管理型がみられる。中にはウッドチップを敷い

た径路が設置されている｡樹齢は50年前後が大半

であり,一部では30年ほどの若いミズキを中心と

した再成林も見られる。

現在ではこうした高齢化した森林をどう扱うか

が問題となり，検討委員会が設けられ3年後に新

しい方向性が出されていくと思われる。

●県中央部から西部への動き●

神奈川県中部地域の動きでは,厚木市では1989

年に県の「きずなの森造成事業」を受けて厚木市

内で3カ所の活動が行われた。現在でも「玉川き

ずなの森」が活動を続けている。海老名市では5

年前から海老名市で「えびなの森」がスタート，

現在に至っている。ともに現在では自力で活動す

るグループで，自治体からの助成などを受けてい

ないグループである。

七沢森林公園雑木林ファンクラブは県立七沢森

林公園内で月1回の活動を行うグループで，午前

中の作業，午後のレクリエーションタイムという

家族連れには楽な活動を行っている。公園内に設

置された2基の大谷石製のピザ窯は異色で，ドラ

ム缶のバウムクーヘンとともに活動の定番となっ

ている(写真②)。また活動拠点も拡大化し新しい

活動を展開している。

県西部地域では少なかった雑木林保全活動も秦

野市ではこの近年活発に行われるようになってき
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写真④落葉のプール（七沢森林公園）

ており，青年会議所主催のグループのほか，一般

の市民活動による保全活動も始まっている。

●新しい空間利用の動き●

2000年には雑木林に対し，保全グループとは異

なる新しいかかわり方の提案が横浜市と相模原市

とであった。それは整備された空間を市民のアー

ト展に使うというものである。双方ともにグルー

プの話し合いが行われ，結果的にはともにアート

系市民が折れ，中止または場所の変更という形で

結末した。①市民が参加して整備された森林空間

を他の市民と結び付ける形での利用はどのような

形が考えられるか，②一時的な植生の過利用は植

生に対しどのような害が起きるのか，という背反

する2問題の接点を探る問題提起であった。この

ことに先駆け3年前から横浜市ではアート系グル

ープと雑木林保全グループが共同で雑木林の中で

のアート展を毎年開催し，一定の社会的評価を受

けてもいる。

●市民がかかわることとは●

こうした10年以上にわたる里山保全活動の歴

史を持つようになった現在，新しく参加するグル

ープや古くからの老舗グループが混在するように

なって，様々な運動のあり方が見えてくるように

なっている。

大きなグループではメンバーの目的とする対象

が様々であり，方針をひとつに絞ることは困難で

あろう。現実的にはいくつかのグループに分け，

その日的に応じた時間配分や作業量を設置するの

もよい方法と思われる。現実的には横浜市自然観



察の森などがこうした方式を採っている。また定

期的なニューズレターを発行することも編集者の

負担は大きいが活動内容を知らせる意味では社会

に対する影響力は大きいものがある。

いずれの方法にせよ数年間の活動は実際の植生

をコントロールでき，社会に対しグループの存在

を訴えることができる。

神奈川県での事例から，こうした活動期を数年

間単位でくくるとそれぞれの段階での方向性が見

えてくるのではないか。

1段階（1～3年）作業量多く，レクリエーシ

ョン，遊び活動もさかん。

2段階（4～7年）活動に対する一定の効果が

見れる。作業量も減少し，ルーチンワーク化，ま

たは次の場所への移動あるいは拡大。

3段階（8～10年）保全活動の社会化を問う作

業。

●新しい方向性,バイオマス利用の仕組み●

雑木林保全作業は落葉掻き，枯れ木や草刈り，

ササ刈りといった軽微なものから間伐を含め樹木

の伐採も考えられる。しかし落葉掻きだけでもha

当たり毎年5～6トンの落ち葉が生産される。こ

のため毎年これを掻くだけでも相当の作業になり，

継続的な作業となるとついタタラを踏みがちにな

る。さらに困難なものは樹木の伐採である。実際

にはこうした伐採を年間のプログラムに入れてい

るグループはほとんどなく，したがって伐採萌芽

更新に伴う雑木林林床植物の再生という究極の雑

木林保全は現在の市民活動にとっては困難である。

その理由としては様々なことが考えられる。まず

①伐採技術がない，②景観を重視した森林デザイ

ンを行う場合皆伐は本意でない，③伐採後の多様

性の回復についてイメージがわかない。④作業量

が大きくなる，危険性力轄大，と様々なことが考

えられる。さらに⑤作業の結果生じたゴミ＝バイ

オマスは処理し切れないほどの膨大な量になり，

しかもその処理を引き受ける社会的な受け皿がな

い点が大きな抑止力となっている。だれもが汗を

かいて伐採，搬出してきたものを台所のゴミと一

緒に清掃工場で処理されたくはない。そうなると

量を処理することが考えられるのは木炭焼きや堆

肥づくり，きのこ栽培であろう。

炭には不思議な魅力があって，新しい可能性を

持っている一種のエコマテリアルである。同時に

アナログの世界で一回一回焼け方が異なり思うよ

うに行かないこともよく知られている。また実際

に焼いた炭はバーベキュー用に使う程度ではギャ

ップが大きすぎる。それでも魅力を感じ炭焼きを

行っているグループが県内に数カ所知られている。

ただ実際の炭焼き窯で生産された木炭は販売が思

うほど伸びないという悩みがあって販路の開拓が

課題である。

堆肥づくりもこれと同じであり小さなグループ

の中で消費される量はたかが知れている。また本

格的に堆肥を作るとなれば，他の畜産などの分野

との共同作業も必要になろう。また本格的に受け

入れてくれる施設も必要になろう。

きのこも同じで大量に作り周囲に販売するほど

の生産＝バイオマスの量的処理を行っているとこ

ろはまれである。

それでも今後の市民参加の森作りの各々グルー

プに課せられた課題は，こうしたバイオマスの社

会的利用の道筋を作ることであろう。県の取り組

みや単に森作りではない民間グループの「神奈川

エネルギーエ房」が発足，活動を始めている。全

国でも早くから取り組んできた神奈川県の「市民

参加型の森作り」はすでに一部では，自分たちの

楽しみのための森作りから一歩進んだ社会的な効

果のある森作りへと方向性を定めた動きも始まっ

ている。

お
知
ち
せ
一

土木。造園施エ管理技術検定

13年度受験申込み問合せ先

勵全国建設研修センター試験業務局

1．2級土木施工管理技術検定（受付：3月1日～3月15日）
…土木試験課a03-3581-0138

1．2級造園施工管理技術検定（受付：5月24日～6月7日）
･･･造園試験課丑03-3581-0139

注）受付期日は官報公示前につき予定です。
ホームページアドレスhttp://www・jctc-f.or.jp

FAX情報サービスa0120-025-789
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く つ今月のテーマ里山を考える

市民による新しい森づくりへの挑戦
｢さがみの森」は多様性と継続性の実験の塲

さかいたけし

NPO法人森つくりﾌｫー ﾗﾑ事務局長坂井武志

●はじめに●

…森が荒れている。国有林も民有林も林業の低迷

で森林経営が困難になり山の手入れができなくな

った。だとしたら日本の森林はだれが守るんだ。

森林がなくなったら人間も生きていけなくなる。

じゃあおれたち市民が守るしかないじゃない。と

いう素朴な動機で森づくりの活動を始めました。

林業技術のイロハもわからずに，森づくりとい

う森林整備の活動を始めて17年間。様々な人と

出会い，多くのことを学ぶとともに多くの疑問も

持つようになりました。

森林のあり方はこのままでいいのでしょうか。

森林が経済的価値を持つとともに，良好な自然環

境を維持していくために欠くことのできないもの

である以上，もっと多様な森があってもいいので

はないでしょうか。多様な森には，多様な生き物

が棲み，多様な人々が集う。そんな豊かな森林を

次世代に手渡してあげたいと考えています。

では，どんな森が豊かな森といえるのでしょう

か。私にもわかりません。里山の定義に様々な意

見があるように，森林についても同様なことがい

えます。いえることは，人と森とのかかわり方の

違いで，豊かさの定義も変わるのではないかと思

っています。

フォレスト21「さがみの森」の周辺は，スギ，

ヒノキの人工林で多くを占められていますが，か

つては薪炭林として利用されていたと思われる雑

木林もあります。私たちはこの山全体を総合的な

森林としてとらえ，人と森との新しい関係を築い

ていく実験の場だと考えています。

訂

謹
錘
》
癖

耀蕊繊溌一望

写真①さがみの森全景

●フォレスト21「さがみの森」の概要●

1996年の9月，（社)国土緑化推進機構から,「緑

の募金」が法制化された記念事業として，仙洞寺

山国有林（関東森林管理局東京分局管内）で『市

民の手で，市民のための森づくりをやってみない

か」という話が持ち込まれました。

現地の下見にいって,4.5haという広さと残材

の多さに驚きました｡｢この山の造成をボランティ

アでやれるのか｣｡様々な意見がありましたが,市

民参加の森づくりのすそ野を広げたい，という思

いと森林計画も利用計画も私たちに任せる，とい

う魅力にひかれて引き受けることにしました。

97年2月に，森づくりフォーラム・東京営林局

(現，関東森林管理局東京分局）。（社)国土緑化推

進機構の三者間で『｢緑のボランティアの森｣記念

造成事業に係る協定』を結んで，フォレスト21｢さ

がみの森」が誕生しました（写真①)。

関東森林管理局東京分局が山を，（社)国土緑化

推進機構が「緑の募金」から資金を，市民が汗と

知恵を提供するという，国有林にとっても市民に
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とっても画期的な試みといえます。

フォレスト21「さがみの森」の所在地は，神奈

川県津久渕郡津久井町青山にある標高583mの仙

洞寺山国有林86haの一画にある4.5haの伐採

跡地です。

新宿・横浜駅から最寄りの橋本駅まで，約50

分。そこから車あるいはバスで林道入り口まで約

40分。国有林としては近距離にあり，日帰り可能

な立地にあるといえます。

林地の傾斜も適当な緩急があり，初めて森づく

りの作業をする人にも，子どもからお年寄りまで，

だれもが気軽に参加できる山といえます。

運営は，三者で構成される｢フォレスト21連絡

協議会」の毎月1回の会議で作業内容やイベント

などの決定をしています。

●キーワードは「多様性」と「継続性」●

フォレスト21「さがみの森」は，1997年2月，

｢多様性」と「継続性」をキーワードに，「森とと

もに暮らす社会」を創り出そうという大きな夢を

描いて，新しい森づくりへの挑戦がスタートしま

した。

r多様性」とは，この森に集う人の個性や価値

観を大切にし，様々な樹種や草花，生き物が暮ら

写真②地ごしらえ

すことのできる森にしたいという意味です。そし

て「継続性」とは，森が森としていつまでも存続

することであり，人がこの森に通い続けることで

あります。

ボランティア活動で，いつも問題になるのは継

続性がないということです。確かに1人でいつま

でも継続するということは，本人の意思とともに

生活環境の条件が整った人でないと無理があると

いえます。若い人は若い人なりに，年寄りは年寄

りなりに，年々歳々生活環境が変わっていき，続

けたくても続けられないということにもなります。

1人で継続しなければと思うとボランティア活

動は辛いものになります。月に1度，年に1度で

もいいから楽しくやりたいものです。

「継続」とは「駅伝」と同じようなものと考え

たらどうだろうか。つまり，森と人のかかわり方

を次の人に責任を持って伝え，バトンを渡してい

けば，永遠に継続されていくことになります。こ

のように考えると気分も楽になり，自分にもボラ

ンティア活動ができるという勇気がわいてくるの

ではないでしょうか。

●知恵と汗，汗，汗の3年間●

3月から始まった地碓えと同時進行で森林計、

林業技術No.7072001.2-⑳



写真③ヒノキやケヤキの苗木と支柱にする竹を運ぶ

を作成するために，この山をどんな森にしたいの

かを討論する「語り合おう未来の森を」に77人も

の市民が参加しました｡｢森づくりのノウハウを学

ぶ」「交流の場としての森づくり」「森林教育の場

として」「森の恵みの活用｣という4つのグループ

に分かれて，フィールドを検証しながらイメージ

を描き，それぞれの思いを発表した後，全員討議

というディスカッションを行いました。

全員の思いをすべて満たすことはなかなか難し

いことですが，可能な限りそれぞれの思いをおり

込んだ森林計画をつくりました。まず，林地を1

区画0.25haとして21区画に分割して,区画ごと

の植栽計画図を作成しました。そして3年をめど

に植栽や作業路づくり，オープンスペースに設置

するベンチやテーブル，山小屋づくりなど，この

森の基盤となる作業を終える施業計画を立てまし

た。

植栽樹種は，ヒノキ･スギの針葉樹を35％，26

種の広葉樹を55％，残り10%は天然更新としま

した。広葉樹の人工林施業は，コナラ，クヌギ，

ケヤキを主として，花の咲く木，木の実が食べら

れる木，紅葉の美しい木，木彫りのしやすい木，

薬になる木等々，技術的にも未知な部分ではあり

ますが，実験の場として植栽しました｡

作業は基本的には第2土曜日と第4日lliMHを定

例活動日とし，随時イベントを実施しています。

道具は手道具を基本的に使っていますが，チェン

ソー，刈り払い機“ひっぱりだこ"等の動力も使

用しています（写真⑤)。

そして3年，雪や雨、暑さに悩まされながらも
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写真④下刈り作業

延べ2,300人の市民が，地栫え，植栽，下刈り等

に流した汗で，予定どおりの作業を終えることが

できました。当初抱いた危倶もどこへやら’マン

パワーのすごさをあらためて知らされることとな

りました。

●ますます面白くなる「さがみの森｣●

予定どおり植栽も終えゆとりもできました。

1,000mの作業路も入り，子どもも年寄りも楽に

なりました。6坪の山小屋づくりは，間伐材を引

き出してロゴソールで製材し，ほぞ組みをすると

いう本格的な在来工法での建築になってしまいま

した(写真⑥)。大工仕事は，通常の山作業とは別

個に日程を組んでいます。第1日曜日を定例とし，

毎週水曜日は希望者でやるという頑張りよう。当

然退職組が多いです。当初の予定よりかなり遅れ

たものの今年3月には落成式ができるめどが立ち

ました。

山小屋ができると宿泊が可能になり活動内容も

大きく広がります。

森づくりの作業としては，下刈り以外は季節に

追われることもなくなりました。今年から，人と

森との新しい関係づくりを楽しめることになりま

した。森林は知恵と労力を惜しまなければ面白い

出会いをいっぱい秘めている宝の山です。「働く」

｢食べる」「学ぶ」「つくる」「遊ぶ」どんな入り口

からでもアプローチできます。私たちは，21世紀

の新しい森の姿と，人と森との新しいつき合い方

を提案していきたいと考えています。



L
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写真⑤、ひっぱりだこ〃による間伐材の搬出

●21世紀のモデルフォレストとして●

フオレスト21rさがみの森」の試みは，関係者

はもちろんですが，多くの人がそれぞれの立場か

ら，様々な視点で大きな期待を寄せています。

「市民」が，市民のための森として責任を持っ

た森づくりをしてほしい。「国有林｣を，真の国民

の山としてだれもが納得できる制度・政策に改め

てほしい。今後の経費分担をどうするのか。等々，

関係者に与えられた課題は山積しています。

この森の試みがうまくいくか，いかないかが，

今後の市民と行政との関係が大きく左右されるこ

とにもつながります。

これからの日本の森林をだれがどう守るのか。

この問いかけにどう応えられるのか。私たちに課

せられた責務は実に大きなものがあります。

これまでにも，森林所有者も，行政も努力を重

ねてきました。都市住民による森づくり活動も，

全国的な広がりを持つようになってきました。し

写真⑥山小屋づくりの資材をロゴソールで製材

はたん

かし,I到有林でさえ破綻した今日，もはや個々の

努力や市民の活動だけでは森林・山村の問題は，

解決の困難な状況になっています。

これからの市民の森づくり活動は，単に山で作

業をするだけでなく，地域と結びついた活動をし

ていくことが亜要になってきます。

人と森との新しい関係をつくるのは都市住民だ

けではできません。森林所有者自身が山の見方を

変え，どう活用するのかを市民と「協働」で考え

ていく勇気を持つ必要があります。

「多様性」と「継続性」をキーワードとして始

めたフォレスl､21「さがみの森」は小さな森で

す。この小さな森から，あらゆる意味でのモデル

フォレストとして，人と森，人と人とが「信頼」

で結びついた蕪らしのできる社会をつくるための

提案ができたらいいなと考えています。

（
NPO法人森づくりフォーラム

TELO422-72-8217FAXO422-72-8218 〕
林業手帳・林業ノートに引き続き会員の皆様にお届けする

平成12年度会員酉己布図書〃

ウッディライフを楽しむ101のヒント
秘日本林業技術協会編，四六判，220ページ

環境問題への対応が必至である現在，活力ある森林の維持・育成に木材の活用

がその大きなカギを握っています。木材がもっと理解され，使われることを願
うとともに，ささやかなヒントが，木材の温かみのようにお伝えできれば…。

内容櫛成･･l環境･資源･リサイクル,I1木の性質を知ろう,IⅡ暮らしの中の木，
Ⅳ木に親しむ,V木のサイエンス。

※本:11$は会典の皆様にお届け後，東京書籍㈱から販売されます。
2月中旬お届け〃
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まで草原であった所が森林に移行しだした。それ

まではナラ類などの稚樹が発生してもアナウサギ

によって稚樹が食われ，草原に抑えられていたの

である。このことによってアナウサギは,草原が維

持されるか森林が成立するかのキーストーン種で

あることがわかった。

前者のキツツキはその地帯の本来の生態系のキ

ーストーン種であるが，後者のウサギは外来種の

キーストーン種である。外来種がキーストーン種

になると生態系の変化が

そこではニホンジカはキ

ーストーン種ということになる。キーストーン種

の中には保全，保護しなければならないもの，密

度調整しなければならないもの，あるいは絶滅さ

せなければならないものもある。だが一度侵入し

て繁殖した外来のキーストーン種を絶滅させるこ

とは難しい。上述のアナウサギも，－時は壊滅状

態にあったが，ウイルスに対する抵抗性の系統が

増えだし，またウイルス導入以前の状態に戻った

という。

生物多様性の保全などの場で使われる用語であ

る。キーストーン種とは，生態系の生物間相互作

用の中で，要（かなめ）の役割を果たし，その種

がいなくなれば，その生態系の特色が大きく変わ

るものをいう。種という名を使っているが，同類

の種を総称していることが多い。キツツキ類はキ

ーストーン種の代表的例として知られているが，

キツツキ類であってもキーストーン種と呼んでい

る。

キツツキは幹の潜孔虫

篭
を求めて幹に孔を空け，

また巣やネグラを作るた

めに大きな孔を作る。自

ら幹に孔を作れない樹洞

性の鳥類や哺乳類，例え

ばフクロウ，コウモIﾉ，

ムササビなどは，キツツ

キの作ってくれた孔やそ

れが腐朽によって大きく

なった樹洞を利用する。

キツツキ類がいなくなれば，それらの樹洞性動物

の生活環境は厳しくなり，そこから姿を消すこと

になる。

｜｜世紀にウサギ肉を採るためにノルウェーか

ら南イングランドに導入されたアナウサギは，逸

出して野生化した。その繁殖が激しくて冬作物や

植栽木の被害が増大したために，20世紀の半ばに

ブラジルからウサギの健康を冒すウイルスを導入

したところ，アナウサギは激減した。すると，それ
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｢林政改革大綱」および

｢林政改革プログラム」の概要
林野庁企画課

林政の新たな展開については，平成12年10月に林政審議会の報告が取りまとめられ，

その後，政府・与党間で，林政の抜本改革に向けた精力的な議論が進められてきました。

その議論を踏まえ，農林水産省は，去る12月7日に，「林政改革大綱」および「林政改革

プログラム｣を取りまとめ，公表いたしました。この大綱，プログラムは，21世紀のはじ

まりに当たっての林政の指針となるものであり，今後，林政改革は新たな基本法案の策定

をはじめとする政策の具体化の段階となります。

地方自治体や林業木材産業関係者はもちろん，森林・木材を利用される方々も含め，

国民の皆様には，大綱に盛り込まれた改革の理念や蟇本的施策の方向について，ご理解を

いただき，その具体化にご支援．ご協力を賜りますよう，お願いいたします。

大綱，プログラムの概要は以下のとおり。

I林政改革大綱の概要

1．政策転換の背景と考え方

国民の意識が快適で安心できる暮らしや心の豊か

さを重視する方向へと変化している中で，森林に対

する国民の要請も，木材生産，国土保全，水資源か

ん養はもとより，良好な生活環境の保全，保健・文

化・教育的利用，温暖化防止等の地球環境の保全，

生物多様性の保全等多様化・高度化している。

一方，これまで，国民生活の基礎的資材である木

材を生産，供給することを通じて森林の管理を担っ

てきた林業は，採算性の悪化，世代交代等が進む中

で情勢が一層厳しさを増している。このような中で，

必要な森林の整備が十分に行われなくなっており，

このままでは国民の求める森林の多様な機能の持続

的発揮を確保することが困難になるおそれがある。

このような情勢を踏まえ，これまでの木材生産を

主体とした政策を抜本的に見直し，国土保全，水資

源かん養，環境の保全等森林の多様な機能の持続的

な発揮を図るための政策へ再構築し，他省庁の関連

施策との連携を図りつつ，民有林・国有林が一体と

なって関連施策を推進する。また，情勢の変化に柔

軟かつ的確に対応できるよう，行政組織の整備，財

政措置の効率的・効果的な運用等を図る。

2．新たな基本政策の展開

（1）森林の多様な機能の持続的な発揮を図ることを

政策の目的として．民有林・国有林を通じて「持

続可能な森林経営」を推進することとし，以下を

墓本として施策を展開する。

①多様な機能の持続的発揮のための適切な森林

の管理

e森林資源の持続的利用を担う林業・木材産業

の発展

⑧山村の振興

（2）森林の多様な機能の持続的発揮のため，関係者

がコスト削減等を図りつつ努力を行っていく指針

として，森林の整備の目標および森林資源の利用

の目標の設定を検討する。

3．多様な機能の発揮のための森林の管理の推進

（1）持続可能な森林経営を推進する森林計画制度の

構築

重視すべき機能に応じて森林を｢水土保全｣,｢森

林と人との共生」および「資源の循環利用」に区

分し，区分に応じて，針葉樹と広葉樹の特性を活

かしつつ適切な森林施業を推進するとともに施策

の方向を明確化する。

また，一定の要件を満たす施業・経営の受託者

を森林施業計画の作成者に追加する。

(a森林整備事業等の見直し

成熟期を迎えつつある人工林整備の新たな方向

として，抜き伐りを繰り返しつつ徐々に更新を図

っていく施業を計画的に推進するとともに，森林

の区分等に対応して，造林関係事業，林道事業の

施策体系を見直す｡

林業技術No.7072001.2-⑳



旧）間伐の緊急実施と的確な森林保護の推進

市町村主導や防災の観点に立った間伐の実施，

間伐材の利用や間伐推進のための路網整備など総

合的な取組を実施する｡また，的確な森林病虫獣

害対策を実施する。

(4)森林の保全措置の充実強化

森林所有者等の森林管理に係る責務を明確化す

るとともに，放置すれば公益上の支障が生じるお

それがある伐採跡地について，施業すべき旨の勧

告等森林の保全のための措置を充実強化する。

⑤森林の新たな利用の推進

森林環境教育，健康づくりに資する森林利用と

これに対応した森林整備を推進する。また，身近

な里山林等が継続的に利用され，維持管理される

条件を整備する。

旧）森林整備に対する理解の醸成と森づくり運動の

展開

国土緑化運動等を通じて，国民の理解の醸成を

図るとともに，ボランティア活動や緑の少年団活

動の促進，上下流の連携・協力により，森づくり

運動を展開する。

（7）国民の理解の下での森林整備の社会的コスト負

担の検討

森林の公益的機能の発揮に係る社会的コスト負

担のあり方等について検討を行う。

4．森林の管理と森林資源の持続的利用を担う林業の

振興

（1）施業・経営の担い手の育成・確保と集約化の促

進

林家，森林組合，素材生産業者等の中から，安

定的・効率的に施業・経営を実施できる者に焦点

を当て，その育成を図る･また，これらの者によ

る施業・経営の引受けを促進するための条件を整

備する。

なお，森林組合については，効率的な事業体と

しての育成に加え，地域の森林の管理を担う組織

として機能を充実する。

(a林業税制のあり方の検討

林業経営の円滑な継承と安定を通じて森林の適

切な管理を推進するため，林業税制のあり方につ

いて検討を行う。

⑧林業就業者の確保・育成

就業希望者に対する情報提供等により多様な就

業ルートを通じた幅広い人材の確保・育成を図る

⑫一林業技術No.7072001.2

とともに，意欲ある林業後継者の技術の向上や地

域のリーダーの育成を図る。また，事業体の生産

性の向上と安定的な事業量の確保等により雇用の

促進を図る。

い）林道等の整備と機械化の推進

コストの削減と効率的な森林整備のため，林道，

作業道の重点的整備を推進するとともに，林道の

規格・構造の弾力化を検討する。また，高性能林

業機械作業システムの構築・普及，林業機械の小

型軽量化等に向けた技術開発と実用化を推進する。

⑤特用林産の振興

生産技術の向上，高品貢種菌の開発・導入，品

質管理の高度化等を推進する。また，産地表示の

適正化を推進するとともに，特用林産物の特性，

生産方法等の情報を消費者に提供することにより

需要の拡大を図る。

5．森林資源の持続的利用を担う木材産業の振興

（1）木材の加工体制の整備

①品質・性能の確かな製品を低コストで供給す

るため，乾燥材供給体制の早期整備，高次加工

化や製品の量産化の推進，技術者の育成・確保

等供給体制を整備する。

e大工・工務店等との連携による多様な製材品

の生産，森林所有者等と木材加工業者との間で

の原木の安定供給体制の整備等を推進する。

（2）木材の流通の合理化と情報化の推進

①原木市場の統合等による規模の拡大，原木市

場における含水率，強度等による選別の強化を

推進するとともに，製品の大消費地への共同出

荷体制の整備，製材工場・プレカツトエ場と大

工・工務店等との連携強化による物流の合理化

を推進する。

e品質・性能に関わる情報の表示と木材取引に

おける情報化を推進する。

(8)木材利用の推進

①森林資源の持続的利用の必要性，木材の優れ

た特性や価格等についての普及啓発活動を充実

する。

⑧標準的な仕様の住宅への部材の安定供給シス

テムの整備，長期耐用住宅や住宅のリフォーム

に必要な利用技術の開発と部材の供給体制の整

備等を通じて，住宅への地域材利用を推進する。

また，木材利用に係る技術者の育成を行う。

⑧関係省庁等の連携により学校等の公共施設，



公共土木工事等への地域材利用の推進を図るな

ど，地域全体でその利用を推進する。

④バイオマスエネルギー源等木質資源の多角的

利用に関する技術開発と普及を推進する。

6．森林・林業・木材産業を通じた総合的・重点的な

施策の展開

流域の民有林・国有林が一体となって森林整備を

推進するとともに，外材と対抗しうる意欲ある地域

を育成するため，川上と川下の整備等をより一体

的・重点的に行う。

また，ニーズに応じた国産材供給等の観点から，

林業構造改善事業の見直しを行う。

7．公的関与による森林の適正な管理

（1）保安林指定の計画的推進と治山事業による森林

の整備

保安林の指定を計画的に推進するとともに，林

業生産活動のみでは適正な管理が困難な森林のう

ち機能が低下した保安林等について，一定の場合

は治山事業による森林整備を実施する。

⑧緑資源公団，林業公社による森林の整備

①緑資源公団は，森林所有者等の自助努力によ

っては急速かつ計画的な森林造成が期待できな

い地域の水源かん養保安林等において，水源林

の造成を実施する。

⑧林業公社は，公益的機能の高度発揮が求めら

れる森林の整備に一定の役割を果たすため，経

営安定を図りつつ造林地の適切な管理，施業・

経営の受託等を推進する。

8．森林・林業・木材産業に関する研究・技術開発と

普及

課題に対応した研究・技術開発戦略および林木育

種戦略を策定し，都道府県，大学，民間等との連携

を図りつつ、研究・技術開発等を効率的・効果的に

推進する。

また，普及事業については，課題の重点化等によ

り効率的・効果的な展開を図る。

9．国有林野事業改革の着実な推進

国有林野を名実ともに「国民の森林」として管理

経営するために，公益的機能を重視した管理経営へ

の転換，組織・要員の合理化・縮減等の抜本的改革

を推進する。

また，森林整備や林業・木材産業の振興を図るた

め，民有林施策との連携を進める。

10．山村地域の活性化

（1）定住条件の整備等

①林業（特用林産）と木材産業の振興を図る。

また，木質バイオマス等の未利用資源を活用し

た産業の育成等により多様な就業機会を創設・

確保する。

e林業生産基盤や生活環境施設の整備を推進す

るとともに，定住を促進するための拠点集落の

重点的な整備等を推進する。

日森林整備のための地域による取組の推進

森林の多様な機能の発揮を図る観点から，森林

整備のための地域による取組を推進するための措

置の内容について検討を行う。

11．森林組合系統組織の見直し

森林組合の合併等による経営基盤の強化と透明性

を確保した組織運営体制の整備を進めるとともに，

森林組合系統組織の再編・整備に向けた取組を推進

する。

12．森林・林業分野における国際的取組の推進

①二国間や国際機関を通じた協力，民間企業や

NGO等の取組への支援等を推進する。また，地

球環境問題について，国際的な政策協議に参画す

る。

ewTo交渉等の場において，新たな木材貿易の

ルールの確立に向けて取り組む。

11林政改革プログラムの概要

新たな政策を推進するため,平成13年の通常国会に

向け，新たな基本法案を取りまとめるとともに，個別

政策の平成13年度から平成17年度までの5カ年間の

取組を定めている。なお，本プログラムは，今後，定

期的に政策の効果を検証し，必要な見直しを行うこと

としている。（次頁の｢林政改革プログラム骨子｣参照）

（
林野庁HP

http:"www.rinya.maff.go.jp/ 〕
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～17年度13～14年度

①新基本法の制定（13年通常国会に向け法案を取りまとめ）
⑧大綱,プログラムに沿って,個別政策に係る改革の着実な推進

･目標に向けた施策の推進(新基本法に基づき設定）

1森林計画制度の見直し等を通じた森林整備の推進

I
(1)持続可能な森林経営を推進する森林計画制度の構築 ･13年通常国会に向け

森林法改正法案を取
りまとめ

･全国森林計画の変更
（13年度）

･新たな制度の下での施策の

①重視すべき機能に応じた森林の区分の導入 推進
e森林施業計画の作成者の見直し

(2)森林整備事業等の見直し
①抜き伐りを繰り返しつつ徐々に更新を図る施業の推進 ･新たな施策体系に基づいた
e造林関係事業，林道事業の施策体系の見直し ･14年度からの実施にI森林整備の推進

向けて検討

(3)間伐の緊急実施と的確な森林保護
緊急間伐5カ年対策（12～16年度）と森林病虫獣害対策の実施 ･左記施策の着実な実施

(4)森林の保全措置の充実強化
）
･13年通常国会に向け ･新たな制度の下での施策の

推進

･教育改革の検討方向を踏ま

森林所有者等の森林管理に係る責務の明確化等 森林法改正法案を取
りまとめ

2森林の新たな利用の推進
国民に開かれた森林の整備，身近な里山林の整備等の推進 えた蓮携施策の実施

3森林整備に対する理解の醸成と森づくり運動の展開 ･左記施策の着実な推進

4国民の理解の下での森林整備の社会的コスト負担の検討（その一環として，
12年11月から研究会を立ち上げ，検討を開始）

|森林の管理と森林資源の持続的利用を担う林業の振興’

1地域林業経営体制の整備
(1)施業・経営の担い手の育成・確保と集約化の推進

１
－

･13年通常国会に向け，
林業経営基盤強化法
改正法案を取りまと
め

･14年通常国会に向け，

･新たな制度の下での担い手

の育成・確保と集約化の推
進

･新たな制度の下での森林組
合による地域の森林の管理

担い手の認定制度の整備と担い手への施策の集中

森林組合については，地域の森林の管理を担う組
織として機能を充実 森林組合法の見直し

を検討 の推進

E）相続税の負担軽減を含む林業税制のあり方の検討

2林業就業者（新規就業者や林業後継者等）の確保・育成 ･左記施策の着実な推進

3効率的かつ適切な森林整備のための牛澤墓盤等の整備 ･新たな林道規程に基づき，
(1)林道等の整備・13年度林道規程の改｜林道等の整備を推進
臼 機械化の推進（12年高性能林業機械化促進基本方
針を改定）

正

4特用林産の振興 ･左記施策の着実な推進
生産技術の向上，品質管理の高度化，産地表示の適正化等の推進

･木材産業および木材
利用に関する法制的
措置について13年度
を目途に検討

l木材産業の構造改革

(1)木材の加工体制の整備

’
品質・性能の確かな製品の供給体制の整備等 ･木材産業体制整備の｜・左記方針に基づき施策を着

(2)木材の流通の合理化と情報化の推進 基本方針の策定（131実に推進
原木・製品流通の効率化と規格取引の推進 年度）

旧）再編整備の推進
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大綱，プログ
ラムの決定

政策全般の見直し

森林の整備目標および森林資源の利用目標の設定

多様な機能の発揮のための森林の管理の推進

森林資源の持続的利用を担う木材産業の振興
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13～14年度 ～17年度

木材利用の推進2

国民への普及啓発
住宅への地域材利用の推進
１
１
１
１

，
Ｅ
旧
い I

･左記推進方向に基づき施策
を着実に推進

公共部門等における地域材利用の推進
木質資源の多角的利用の推進

外材と対抗できる意欲ある地域を育成するための1事業の展開と林業構造改善事業の見直し
･14年度からの実施に ･左記検討結果を踏まえた新

たな事業の展開向けて検討

1保安林指定の計画的推進と治山事業による森林の整備 ･保安林整備臨時措置法の期
限切れ（15年度末）後の保
安林整備のあり方について
検討

2緑資源公団による森林の整備

3林業公社による森林の整備 ･左記施策の着実な推進

(林業公社のあり方等につき12年中を目途に整理）

･基本政策に基づく研究・技
術開発等の実施および普及
指導事業を推進

等の効率的・効果的な実施
効率的・効果的な普及事業の展開

．引き続き，抜本的改革を推
進
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1定住条件の整備等 ･左記施策の着実な推進
(1)就業機会の創設・確保
林業・木材産業の振興，未利用資源を活用した新たな産業の育成等

(2)定住条件の整備

生活環境の整備，拠点集落の整備，
都市と山村の交流の促進
森林体験，森林環境教育等の促進

集落再編のあり方の検討
(3)

2森林整備のための地域による取組を推進するための措置の内容について検討

1経営基盤の強化・組織運営体制の整備

『
割

･森林組合合併助成法 ･再編・整備後の新たな組合
系統組織の育成合併，組織の合理化，事業の整理・多角化等 の期限切れ（13年度

末）後のあり方につ
いて検討
･'4年通常国会に向け
森林組合法の見直し

森林組合系統組織の再編・整備
森林組合系統が自ら取り組む組織の再編・整備を
2

･新たな制度に基づき，事業
を展開
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を検討

･左記施策の着実な推進
止等への対応
適切な木材貿易の推進のための国際ルールの確立への取組
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森林・林業・木材産業を通じた総合的・重点的な施策の展開

公的関与による森林の適正な管理

森林’林業・木材産業に関する研究・技術開発と普及

国有林野事業改革の着実な推進

山村地域の活性化

森林組合系統組織の見直し

森林・林業分野における国際的取組の推進



温暖化防止における

森林の役割とは何か
6に見る森林の政治的利用COP6に見

みのる

実筑波大学名誉教授
くまざき

熊|崎

数値目標のr抜け穴」

地球温暖化の防止に向けて，国際的な取り組み

が本格化するのは1980年代の半ばあたりからで

ある。それから15年,増え続ける温室効果ガスの

排出に歯止めをかけ，削減に向かわせるにはどう

したらよいか，国際政治の舞台でも壮絶な駆け引

きが繰り返されてきた。焦点になっていたのは強

制力のある削減日標の設定である。

1992年の地球サミットで155カ国が｢気候変動

枠組み条約」に署名したが，この条約には強制力

のある削減日標は明記されていない。アメリカ政

府の強い反対があったからである。代わりに2000

年の排出誠を90年レベルにまで低下させるとい

う自主|｣標が決められた。しかしこの目標を達成

しているのはヨーロッパの一部の国だけで,R本

やアメリカはこれまで真溌な努力を何もしておら

ず，90年に比べると排出鐘はすでに10%近く増

えている。

ようやく1997年の京都会議（通称COP3)

で，約束期間（2008～12年）における温室効果ガ

スの排出を先進国全体で90年レベルの5．2％減

(国別にはEU8%,アメリカ7%,日本6%な

ど）にすることが決まった。しかし前述のように，

90年以降排出虻が大幅に増えているから,2010年

前後の実質的な削減|胴は20%前後になる可能性

は十分にある。これはとても大変だから，京都会

議の数値目標を少しまけてもらおうという動機が

働くのは無理からぬことだ。

昨年11月にハーグで開かれたCOP6では森

林の吸収分が値切りの口実に使われた。端的に言

えば，森林吸収分を鍛大限に取り込もうとするア

③－林業技術No.7072001.2

メリカやR本などの諸国と，それをやらせまいと

するEUや途上国との対立でCOP6は決裂した

のである。合意はならなかったものの，いわゆる

「吸収源問題｣なるものの本質を鮮明に浮き上がら

せてくれた点ではプラスであった。訳のわからな

い妥協よりはましだったかもしれない。またわが

陸lの交渉スタンスを再考するよい機会を与えてく

れたと思う。

問題の根源は京都議定書にある

COP3では京都議定書が満場一致で採択され

た。にもかかわらず，実施に向けての交渉が難航

を窮めているのは，議定書の構造に致命的な欠陥

があるからである。もともとアメリカは森林など

吸収源の取り込みと，排出堂（枠）の国際取引を

強く主帳していた。これ力認められれば，7％の

数値'二|標が課せられても，国内の化石燃料消費を

実質的にそれほど減らさなくてもすむという算段

があった。これに対してEUは吸収源の取り込み

は数値日標の「抜け穴」になるとして反対し，化

石燃料の実質削減を目指していた。険しい対立の

中で議定書を成立させるには，条文をできるだけ
あいまも．

'慶昧にして玉虫色にするしかない。会期切れを目

前にして，十分に検討する時間のないまま，あた

ふたと条文が決められていった。

京都談定書の吸収源にかかわる条文はきわめて

わかりにくい。森林の吸収分を大きく取り込める

可能性を残しているのは事実だが，用語の定義や

逆ﾉ11規定のいかんでそれを限りなくゼロに近づけ

ることもできる。また，排出堂の国家間のやり取

りを規定した条文（共同実施，クリーン開発メカ

ニズム，排出雄取引）を読むかぎり，森林に恵ま



れない国でも，うまくいけば森林国からそれを獲

得できそうだが，しかし森林などの吸収分がこう

した岡際取引の対象になるとは議定書のどこにも

明記されていない。これを含めるべきだと強く主

張する国もあれば,厳しく反発する国もある。「玉

虫色の条文」とはまさにこのことだ。対立が再燃

するのは目に見えていた。

3条3項の怪

温帯の森林がかなり大きなCO2の吸収源にな

っているのは確かである。簸新の推計による

と“，36の締約国(先進国）における森林などの

純CO2吸収量は全体で年当たり20億トンを超え，

化石燃料起源のCO2の15%に達している。国別

に見ると10％以上が14カ国，5－10％が5カ国

もある。つまり森林などの吸収分がすべて考慮さ

れるとすれば，過半の諸国はこれだけで削減目標

が達成されることになり，化石燃料の消費を減ら

す必要がなくなってしまう。

そこで京都議定書は3条3項で一定の「縛り」

をかけることにした｡すなわち1990年以降に新規

植林，再植林，森林減少のあった林地に限って約

束期間内の炭素ストックの変動をアカウントする

という制限である。これくらいの「縛り」をかけ

れば，まあまあの数字になるという見積もりであ

ったと思うが，とんでもない見込み違いであった。

｢森林」「再植林」などの定義いかんでその値が猛

烈に変わってくるのである。

吸収源をめぐる厄介な問題点を整理すべく，｢気

候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は各国の

専|'11家を集めて2年間検討し，昨年の5月に分厚

い特別報告を公表した“。この報告書では全部で

7通りの「定義シナリオ」を準備して，先進国全

体で森林の吸収分がどれくらいになるか試算して

いるが，大幅なマイナスからプラスまで，その散

らばりは実に大きい。「1990年以降」とか｢人為に

よる」という「縛り」があるために，バランスの

取れたカーボン・アカウントができなくなってし

まった。どの方式を取っても問題が残るし，方式

の選択いかんで有利になる国もあれば不利になる

国もある。利害の調整がひどく難しい。

COP6でプロンク議長が示した調停案はこの

いずれでもなく，｢交渉によって対象の吸収源を拡

大できる」という3条4項を適用して全森林に対

象を広げ,その吸収分の一律15％をカウントする

というものであった(ただし各国の上限は90年の

総排出量の3％まで)。これで計算すると，アメリ

カは3％，フランスは1．9％，日本は0．55％にな

るらしい。こうなるとたまたま森林をたくさん持

っている国が得をする。なぜ15％なのか，なぜ上

限が3％なのか。理屈らしいものは何もない。ま

さに森林に名を借りた数値目標の値切り交渉にな

ってしまった。交渉が難航するのは当たり前であ

る。

アメリカの身勝手

京都会議以来，筆者が腹に据えかねていたのは，

森林の吸収分を可能な限り取り込もうとするアメ

リカの身勝手である。長い目で見ると，森林とい

うのは炭素の吸収源でもなければ放出源でもない。

確かに樹木が成長している間は，大気中のCO2を

吸収してくれる。しかしその樹木も寿命がくれば

枯死して土に還っていく。樹体に貯留されていた

炭素もほとんどは大気中に戻るだろう。アメリカ

の森林が現在炭素の大きな吸収源になっているの

は，過去に大規模な森林破壊があったからである。

これを検証した論文が20年前の『サイエンス』に

掲栽されている極ﾉ。それによると，アメリカ東南

部の森林は1750年から1950年まで毎年平均して

1億5000万トン（炭素換算)のCO2を排出してい

た。やがて原生林は破壊し尽くされ，その一方で

伐採跡地や廃棄農地に二次林が成立する。そのた

め1950年あたりから南東部の森林は炭素の吸収

源に転じ，以来1977年まで年平均7000万トン吸

収しているというのである。この論文はよく引用

されていたから，アメリカの関係者が知らぬはず

がない。アメリカほど極端でないにしても，温帯

の森林のほとんどは放出源から吸収源に変わって

いる。率先して温暖化ガスの削減に取り組むべき

先進国が，過去の森林破壊に頬かぶりしたまま，
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現在の森林の吸収力を口実にして削減の努力を怠

るのは道義的に許されることではあるまい。

さらに解せないのは，アメリカの不条理に荷担

するR本政府の姿勢である。京都会議の始まる直

前までは，吸収源を取り込むのはいいが方法論上

の問題が解決するまで待つべきだという態度をと

っていた。これは，吸収源を最初の議定書に磯り

込むのは時期尚早だとするEUの見解と大差が

なく，きわめて穏当なスタンスであったと思う。

ところが6％削減するという数値目標が決まった

とたんに，岐大限森林に背負わせようという方針

に変わった。つまり京都議定書の規定(3条3項）

に従えば，森林の吸収で0.3%の削減が見込める

が,2010年前後におけるわが国の全森林の純吸収

鐘は3．7％程度になると推定され，今後の国際交

渉において必要な追加的吸収分が確保されるよう，

適切な方法論等の確立に努める，という公式見解

がそれだ。この方針は98年6月の｢地球温暖化対

策推進大綱」にも明記され，その後の交渉におい

て大変な足かせになるのである。

不可解な日本の交渉姿勢

京都会議の後，環境庁の「地球温暖化問題検討

委員会」の中に「森林等の吸収源問題に関するワ

ーキング・グループ」が置かれ，筆者がその座長

を努めることになった。森林における炭素の挙動

をどのように計測するかという技術的な問題を中

心に論議を進めたが，いつも気にかかっていたの

は｢3.7％を森林で確保する」という政府の方針で

ある。いずれ3．7％という怪しげな数字の裳付け

を求められることになるだろう。そんな程度の低

い話なら大学や研究所の専門家を集めて論議する

必要はないのではないか。

そうこうしているうちに，ドイツの「地球変動

に関する諮問委員会(WBGU)｣が特別報告書を公

表した“・森林などの吸収源を数値目標に取り込

むのは，今日の科学的な知見に照らして適切でな

いことを，正々堂々と主張したのである。この指

摘を待つまでもなく，陸上生態系における炭素の

挙動については解明されていないことが多い。そ
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の変化量を無理やり計数化して，数値目標に取り

込むのは，いかにも問題が多すぎる。われわれの

ワーキング・グループも科学的な観点から，それ

をはっきりと主張すべきではなかったか。それは

つまり，アメリカの身勝手な主張に真正面から立

ち向かうことであり，同時に3．7％確保などとい

うみみつちい要求を取り下げることである。ワー

キング.グループの座長がこんな主張をしたら喋

境庁が困ると思い，その職を解いてもらった。

3．7％を森林で確保したいという気持ちはわか

るが，これを通そうとすればアメリカの無理難題

を受け入れることになる（アメリカは総排出量の

20％を森林で確保できるのだ)。世界最大の化石

燃料消費国アメリカが，森林のおかげで何も減ら

さなくてよいというのは，どう考えても不条理で

あり，気候変動枠組み条約の精神に反する。筆者

に言わせれば，日本は｢3.7％確保｣を表に出すべ

きではない。「全森林の吸収分の取り込み｣の主張

はアメリカに言わせるべきだ。R本はどちらにjiZ

んでも森林で稼げる部分はごくわずかで，本来な

らEUと一緒になってアメリカに対抗する立場

にある。それがいやなら，せめて京都会議の議長

国としてアメリカとEUの中間にポジションを

取り，論議の流れを見極めながら調整役としての

出番を待つべきだ｡COP6の直前まで筆者はこの

ような主張を繰り返していた。しかしハーグでの

わが代表団の言動はそれとはまったく異なったも

のであった。

何が真の国益か

総合雑誌の『世界』には「世界の潮」というコ

ラムがある。本年1月号でCOP6をカバーする

記事を書かされた御。ハーグ会議の最終11が雑誌

の最終校正と重なっていたため，プロンク議長の

調停案で会議がまとまると予想して,｢森林に名を

借りた数値目標の値切り交渉に終始した」という

主旨の原稿を書いていた。日本の交渉姿勢につい

てはあまり言及しなかった。吸収源問題の交渉に

詳しいヨーロッパの知人に言わせると，日本の代

表は「自己中心的な主張が多く，理解しにくいと



ころがある」という。3．7％確保の足かせがこうし

た不自然な交渉姿勢を取らせるのであろう。いず

れにしても各国の十分な理解が得られないまま孤

立していくのは，いつものパターンであり，目新

しいことではない。そのため敢えて触れなかった

のである。

ところが会議は土壇場で「決裂」した。翌日の
つ.鳶

新聞には，日米の強硬姿勢がCOP6を潰したな

どという記事が出て，日本代表の言動がにわかに

注目されることになった。日本はなぜアメリカの

お先棒を担ぐのか。3．7％にこだわるのはどうし

てか。こんな交渉方針をだれが決めたのか。この

ような疑問を一般の人たちが持つようになったの

は初めてのことだろう。当初の原稿に書き加える

べきことが一挙に増え,4頁立てを原則とするr世

界の潮」の記事が6頁になった。

『世界』の記事を書きながらつくづく思ったの

は，「何が真の国益か｣ということである。森林の

吸収分を口実にして数値目標を値切るのが本当に

日本の国益だろうか。むしろCO2の大幅削減に取

り組むことこそ日本の国益にかなうのではないか。

というのも過度な化石燃料依存から一日も早く脱

却することが，日本にとって最善のエネルギー・

セキュリティーであり，同時に21世紀に向けて持

続可能な社会を実現するための必須の条件だから

である。かつてはCO2削減の国際約束に拒絶反応

を示していた産業界の一部にも変化の兆しが現れ

てきた。

森林の本当の役割

昨年の10月初めにデンマークを訪れる機会が

あった。この国は年率1．7％の経済成長(GDP)

を維持しながら2030年までにエネルギー消費量

を17％削減し,CO2の排出鎧を半減させるという

長期計画のもとで，着実に成果を上げている。こ

の政策の柱は，①効率的なエネルギー利用，②徹

底した熱電併給(CHP),③再生可能エネルギーの

最大利用である。再生可能エネルギーの計画では，

総消蟹量を4倍に増やして一次エネルギーの35

％をこれで賄うことにしているが，その中で最も

重視されているのがバイオエネルギーである。

国土の大きさは九州ぐらいで,森林面積は45万

haしかない｡しかし木材生産量は200万1n37うち

1／3はエネルギー用である。森林のCO2吸収分

を勘定に入れなくとも，木質バイオマスによる化

石燃料の代替でCO2の排出を確実に減らしてい

くことができるのだ｡わが国の森林も,EUの森林

と同様に，炭素を貯留する段階を過ぎて利用する

段階に移りつつある。国内の森林はその成長量の

30％くらいしか伐採されていない。そのため森林

が著しく過密になって成長減退が心配されるあり

さまである。森林資源の豊かさはデンマークの比

ではない。わが国も2030年までにCO2の排出を

半分に減らすという目標のもと，木質バイオマス

のエネルギー利用計画を早急に作成すべきである。

ハーグでCOP6の交渉が行われていたころ，

排出権取引の興味深い記事を目にした(日経11月

16日付)。フィンランドの大手エネルギー会社フ

オータムが廃材利用の自家発電でCO2を20万ト

ン減らすことに成功し，そのうちの5万トンをカ

ナダのガス・電力供給会社に売却したというので

ある。販売金額は明記されていないが，バイオマ

ス発電で削減されたCO2が（電気のほかに）売買

される時代になった。植林などのCO2吸収は，お

おむね不安定で一時的であり，これを排出権取引

の対象にすることには異論も多い。しかしバイオ

マスによる化石燃料の代替は確実なCO2削減で

あって，十分に国際取引の対象となるのである。
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会
経
済
両
面
で
の
発
展
が
早
急
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
危
機
に
際
し
て
、
リ
オ

r

マ

ーム

一
一l幽

参

誠倒ヂ"‐
生

ア

加
周
年
に
当
た
る
国
際
山
岳
年
は
、
ア

ジ
ェ
ン
ダ
虹
に
う
た
わ
れ
て
い
る
国
際

社
会
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
び
碓
認▲ヒマラヤは生物多様性の宝庫（ネパール）▲山岳は水資源の源(ヨセミテ国立公園， アメリカ）

し
、
こ
れ
を
促
進
・
強
化
し
て
い
く
こ
と

に
よ
り
、
現
在
と
将
来
世
代
に
わ
た
っ

て
山
村
と
そ
の
下
流
域
に
住
む
人
々
の

福
祉
を
保
証
し
て
い
く
こ
と
を
鹸
終
的

な
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
山
岳
生
態
系
の
変
遷
と
そ
の
機
能

の
重
要
性
に
つ
い
て
、
世
界
中
の
多
く

の
人
々
が
理
解
を
持
つ
こ
と
が
不
可
欠

な
の
で
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
山
岳
生
態
系
は
、

上
流
域
・
下
流
域
を
問
わ
ず
農
村
や
都

市
に
住
む
す
べ
て
の
人
々
の
生
活
の
基

本
と
な
る
水
や
食
糧
な
ど
の
資
源
を
提

供
し
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
文
化
・
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
黄
源
の
提
供
、
雌
境

浄
化
や
災
蒋
防
止
な
ど
の
機
能
も
果
た

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
山
村
社
会
特
有

の
文
化
や
伝
統
は
、
人
額
共
通
の
財
産

と
し
て
保
護
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
他
、
山
岳
地
帯
の
資
源
を
巡

る
紛
争
解
決
や
平
和
の
実
現
に
も
国
際

社
会
が
真
剣
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る

の
で
す
。

こ
れ
ら
の
目
標
は
、
も
ち
ろ
ん
一
部

の
国
際
機
関
や
政
府
の
力
だ
け
で
達
成

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｆ
Ａ

Ｏ
は
国
際
山
岳
年
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
と
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
）
、
国
連
環
境
計
画

（
ご
ｚ
固
崗
）
、
国
連
開
発
計
画
角
浸
己
砲
）
、

一
村
落
開
発
・
参
加
醐
寅
源
管
理
専
門
。
一

一
エ
リ
ト
リ
ア
国
腱
業
省
、
国
連
環
境
計
測
一

一
口
本
協
会
、
（
社
）
海
外
環
境
協
力
セ
ン
タ
ー

ー
ー
等
を
経
て
九
六
～
九
九
年
ま
で
（
社
）
Ⅱ
一

一
本
林
業
技
術
協
会
・
主
柾
調
査
戯
。
剛
迎
食
一

一
棚
農
業
磯
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
で
は
、
住
民
参
加
一

一
型
流
域
保
全
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
食
組
安
全
一

一
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
担
当
。

ｒ
１
．
．
０
１
Ⅱ
Ⅱ
．
Ｕ
０
０
Ⅱ
１
．
０
“
日
△
Ｕ
』
■
０
．
↓
７
１
ｉ
‐
９
１
‐
ｆ
‐
ｆ
‐
１
１
９
‐
‐
７
１
１
‐
０
‐
‐
↑
１
１
１
‐
’
』

国
連
大
学
な
ど
の

国
際
機
関
と
と
も

に
、
各
国
政
府
、

Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
に
協

力
を
呼
び
か
け
、

山
岳
環
境
の
保
全

と
開
発
に
関
す
る

原
則
と
協
定
の
策

定
、
情
報
収
集
と

普
及
、
教
育
と
認

識
向
上
の
た
め
の

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、

研
究
と
開
発
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
な
ど
の

促
進
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

亀鐙鬮⑳

参考:OUNCED(I992)「アジエンダ2I-持続可能な開発のための人類の行

動計画｣，海外潔境協力センター監訳.@FAO(I999)Chapterl3inAction

(1992-97)-ATaskManager'sReport,Rome.@FAO(2000)International

YearofMountainS-ConceptPaper,Rome.

国際山岳年ホームページ[h壮p:"www.mountains2002.org)まつみやすこ

一一一“I

(PhotobyThomasHofer(FAO))
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▼山村の文化は多様(アルプスホーンコンサート，スイス）

新
し
い
年
が
明
け
た
ば
か
り
で
す
が
、

来
年
、
２
０
０
２
年
が
「
国
際
山
岳
年
」

だ
と
い
う
こ
と
は
ご
存
じ
で
し
た
で
し

ょ
う
か
？
こ
れ
か
ら
数
回
に
わ
た
っ

て
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
（
国

連
食
粗
農
業
機
関
）
を
は
じ
め
と
す
る

国
際
機
関
の
山
岳
開
発
に
関
す
る
取
り

組
み
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
今
回
は
、
ま
ず
鬮
連
を
中
心
と
し

た
国
際
社
会
で
の
、
山
岳
年
に
至
る
ま

で
の
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
り
返
っ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
皆
さ
ん
の
記
憶
に
も
新
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
１
９
９
２
年
６
月
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
、

環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
（
地

▼

球
サ
ミ
ッ
ト
）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ク

こ
の
サ
ミ
ッ
ト
に
は
世
界
１
８
０
ヵ
マゴ

国
の
政
府
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
機
関
）
口Ｊ

が
参
加
し
、
人
類
の
共
通
の
課
題
と
毒

し
て
地
球
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で
熱

い
く
こ
と
を
「
環
境
と
開
発
に
関
す
掴

る
リ
オ
宣
言
」
に
よ
っ
て
確
認
し
ま

し
た
。
ま
た
、
具
体
的
な
行
動
計
画
と

し
て
、
「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
皿
‐
持
続
可
能
な

開
発
の
た
め
の
人
類
の
行
動
計
画
」
も

採
択
さ
れ
ま
し
た
。
ア
ジ
ェ
ン
ダ
劃
は
、

型
世
紀
に
私
た
ち
が
人
間
の
開
発
行
為

と
環
境
保
全
を
両
立
し
て
い
く
う
え
で

重
要
な
課
題
と
、
そ
の
解
決
策
を
提
言

し
て
い
ま
す
。
全
仰
章
の
唱
番
目
に
は

「
脆
弱
な
生
態
系
の
管
理
函
持
続
可
能

な
山
岳
開
発
の
吊
冨
ヨ
？

の
機
会
を
促
進
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
）
を
提
言
し
て
い
ま
す
。
こ
の

山
岳
章
を
も
と
に
、
そ
の
後
、
１
９
９

８
年
の
国
連
総
会
で
、
地
球
サ
ミ
ッ
ト

皿
周
年
に
当
た
る
２
０
０
２
年
を
記
念

し
て
「
国
際
山
岳
年
Ｉ
冒
討
冒
里
さ
ご
己

胃
の
胃
昌
冨
ｏ
屋
己
冨
冒
ｇ
と
定
め
る
こ

と
が
可
決
さ
れ
た
の
で
す
。

ア
ジ
ェ
ン
ダ
瓢
各
章
に
う
た
わ
れ
て

い
る
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
連

シ
ス
テ
ム
内
の
各
機
関
は
、
そ
の
専
門

分
野
に
沿
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

止血▲際山岳年通信年通国 ｜Z，0．．．．．Zl
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行
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
Ｆ
Ａ
Ｏ
の

林
業
局
は
、
山
岳
章
を
担
当
す
る
タ
ス

ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
、
山
岳
環
境

の
開
発
と
保
全
に
関
す
る
国
際
機
関
・

政
府
機
関
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
会
合
の
開
催
、

山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の

参
加
、
研
究
・
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
フ

ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
、
各

種
出
版
物
の
発
行
な
ど
を
通
じ
て
、
魁

章
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
Ｆ
Ａ
Ｏ
は
ま
た
国
際
山
岳
年
に

向
け
た
イ
ベ
ン
ト
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
と
し
て
の
役
目
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

山
岳
と
い
わ
れ
る
部
分
は
地
球
の
陸

地
面
積
の
約
５
分
の
１
を
占
め
、
世
界

人
川
の
刈
分
の
１
の
生
活
を
直
接
支
え
、

さ
ら
に
世
界
人
口
の
半
数
以
上
に
さ
ま

ざ
ま
な
黄
源
と
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
山
岳
地
域
の
生
態

系
は
急
速
に
変
化
し
て
お
り
、
こ
れ
ま

で
に
な
い
危
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

自
然
環
境
の
面
で
は
、
加
速
す
る
土
壌

浸
食
と
野
生
動
植
物
の
生
息
地
の
減
少

や
、
遺
伝
子
資
源
の
喪
失
な
ど
の
問
題

を
抱
え
て
い
ま
す
。
社
会
経
済
面
で
は
、

山
間
部
に
住
む
人
々
は
地
域
固
有
の
民

族
的
知
識
と
文
化
の
喪
失
や
貧
困
に
苦

し
ん
で
い
ま
す
。
山
儒
地
帯
の
環
境
劣

化
は
急
激
に
進
ん
で
お
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
適
切
な
資
源
の
櫛
理
と
、
住
民
の
社
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道
路
沿
線
に
最
近
設
置
さ
れ
始
め
た
温
度
計
と
併
用

さ
れ
て
い
る
風
速
表
示
か
ら
目
が
離
せ
な
い
。
釣
り

が
趣
味
の
知
人
は
海
上
予
報
を
参
考
に
し
、
波
高
四

メ
ー
ト
ル
以
上
が
要
注
意
、
西
の
風
よ
り
も
北
西
風

は
も
っ
と
見
通
し
が
悪
化
す
る
と
し
て
い
る
。
吹
雪

の
中
を
運
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私
た
ち
は
、
そ

れ
な
り
に
自
身
の
知
見
に
基
づ
く
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

を
作
成
、
〃
危
険
予
知
〃
を
し
、
情
報
交
換
を
常
と
し

て
い
る
。

前
掲
書
同
頁
に
は
、
「
雪
国
の
難
義
暖
地
の
人
お
も

ひ
は
か
る
べ
し
。
連
日
の
晴
天
も
一
時
に
変
じ
て
吹

雪
と
な
る
は
雪
中
の
常
也
」
と
誠
に
示
唆
に
富
む
く

だ
り
が
あ
る
。

津
軽
平
野
の
内
陸
部
で
あ
る
浪
岡
町
か
ら
日
本
海

側
の
西
津
軽
郡
地
方
を
結
ぶ
国
道
１
０
１
号
お
よ
び

鶴
田
町
の
鶴
寿
道
路
は
、
地
吹
雪
地
帯
を
走
っ
て
い

る
。
関
係
機
関
は
防
雪
柵
を
設
世
、
安
全
確
保
に
努

、U11i2

▲地吹雪の中の｢吹き払い式防雪柵｣。高さはメーカー
にもよるが3.45m

め
て
い
る
。
現
在
、
防
雪
柵
に
は
「
吹
き
払
い
式
」

と
「
吹
き
留
（
止
）
め
式
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
前
者

が
路
肩
に
設
置
可
能
に
比
べ
、
後
者
は
道
路
か
ら
離

れ
て
設
置
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
管
理
費
が
余
計

に
か
か
る
悩
み
が
あ
る
と
い
う
。

西
津
軽
郡
森
出
村
の
国
道
１
０
１
号
が
Ｊ
Ｒ
五
能

線
と
陸
橋
で
交
差
し
、
西
側
へ
坂
を
下
り
切
っ
た
辺

り
か
ら
、
道
の
両
側
を
覆
う
よ
う
に
廊
下
状
に
な
っ

た
吹
き
止
め
式
の
防
雪
柵
が
あ
る
。
こ
の
付
近
が
風

速
九
メ
ー
ト
ル
近
く
な
る
と
、
前
方
視
界
が
な
く
な

る
地
帯
だ
。
ア
イ
ポ
ン
ト
が
多
少
高
い
車
で
も
、
目

の
前
の
白
濁
し
た
流
れ
で
一
瞬
何
も
見
え
な
く
な
る

ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
の
恐
怖
。
断
続
な
ら
ま
だ
し
も
、

間
断
な
く
続
い
た
ら
ゾ
ッ
と
す
る
。
さ
ら
に
ド
ア
ミ

ラ
ー
に
も
雪
が
付
着
し
、
全
く
後
方
視
界
も
得
ら
れ

な
く
な
る
。
晴
れ
間
を
待
つ
つ
も
り
で
駐
停
車
し
よ

う
も
の
な
ら
、
追
突
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
よ
う

。
晴
れ
間
を
待
つ
つ
も
り
で
駐
停
車
し
よ

ら
、
追
突
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
よ
う

な
も
の
だ
。

ｊ華
一
月
二
十
一
日
の
夜
間
、
五
能
線

錯
の
一
両
編
成
の
気
動
車
が
線
路
上
の

鋤
吹
き
溜
ま
り
に
突
っ
込
み
、
三
時
間

大
半
余
も
立
ち
往
生
。
暖
房
の
な
い
無

稻
人
駅
で
ひ
た
す
ら
待
つ
乗
客
へ
の
連

叺
絡
体
制
な
ど
様
々
な
課
題
を
残
し
た

る
の
も
、
こ
の
辺
り
の
Ｊ
Ｒ
中
田
駅
近

して
く
の
出
来
事
だ
っ
た
。

し続
●
真
冬
日
が
続
い
た
が
、
統
計
上

雛
は

鍬
一
月
十
二
日
か
ら
最
高
気
温
が
０

割
度
以
下
の
真
冬
日
が
一
月
十
九
日
現

在
、
八
日
間
連
続
し
た
。
市
民
の
間

▲

か
ら
は
「
暖
冬
予
報
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
の
声
し
き

り
。
十
七
日
に
は
青
森
市
役
所
に
、
実
に
一
九
八
八

年
二
月
以
来
、
十
三
年
ぶ
り
と
い
う
豪
雪
対
策
本
部

が
設
置
さ
れ
た
。
市
で
は
、
今
冬
の
当
初
除
排
雪
費

と
し
て
一
七
億
一
七
四
○
万
円
を
計
上
、
十
二
月
補

正
で
額
を
定
め
な
い
債
務
負
担
行
為
を
設
定
し
、
す

で
に
約
七
○
％
が
支
出
済
み
だ
と
い
う
。

真
冬
日
が
続
い
た
青
森
市
だ
が
、
青
森
地
方
気
象

台
の
調
べ
で
は
逆
に
減
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
一
九
三
○
年
代
に
三
六
・
九
日
あ
っ
た
も

の
が
九
○
年
代
に
は
一
六
・
一
日
と
半
減
。
降
雪
量

も
六
○
年
代
が
七
九
四
・
八
セ
ン
チ
、
七
○
年
代
が

七
六
六
・
六
セ
ン
チ
、
八
○
年
代
が
八
六
五
・
九
セ

ン
チ
、
九
○
年
代
が
六
六
三
・
五
セ
ン
チ
で
あ
り
、

八
○
年
代
比
で
二
○
二
・
四
セ
ン
チ
も
少
な
く
な
っ

て
い
る
。
原
因
と
し
て
、
地
球
規
模
で
の
温
暖
化
、

都
市
化
の
影
響
を
挙
げ
て
い
る
が
、
大
き
な
周
期
で

の
気
候
変
動
は
十
年
ぐ
ら
い
で
起
き
、
暖
冬
少
雪
も

解
消
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

●
雪
と
徹
底
抗
戦
し
、
な
お
知
的
利
活
用
も

だ
れ
の
上
に
も
平
等
に
降
る
雪
。
私
は
、
市
民
生

活
に
と
っ
て
は
一
見
い
い
所
が
な
い
よ
う
な
雪
の
利

活
用
に
つ
い
て
関
心
が
あ
る
。
も
っ
と
多
面
的
に
雪

の
研
究
を
す
る
た
め
、
有
志
で
「
青
森
エ
コ
・
サ
ー

ベ
イ
研
究
会
」
を
十
八
年
前
に
組
織
し
、
八
甲
田
山

の
雪
渓
の
長
期
観
測
を
続
け
て
い
る
。
い
ず
れ
、
雪

を
知
的
に
楽
し
む
「
多
年
生
雪
渓
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
、

さ
ら
に
有
用
資
源
と
み
な
す
展
望
と
し
て
「
雪
ダ

ム
」
、
「
農
作
物
氷
温
貯
蔵
施
設
」
等
の
具
現
化
の
詳

細
プ
ラ
ン
の
創
出
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

（
青
森
県
西
地
方
農
林
事
務
所
総
括
主
幹
）
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｜
こ
こ
僅
‐
ｇ
こ
こ
‐
こ

一
一
』
一
．
一
再
三
一
・
身
↑
‐
一
電
一
｛
一
弘
一
〕Ｌ

三国

燕
空
連
一

３

『
』
、
ご
《

藝
萢
雪

》
一
一
一

守今

Ｉ
一

難
室

「
畠
戸

剰
戸

「
一
Ｋ

」
Ｑ
一二
二
、
豆
戸
動
当
当
」

一
室
、
壼
必
舛
豆

室
電
気
完
睡
忌
，
Ｌ

‐
一
騎
肖
Ｌ

ノ
恥
里
』
一
」

●
気
に
な
る
新
世
紀
の
雪
模
様

「
，
降
る
な
降
る
な
よ
津

軽
の
雪
よ
春
が
今
年
も
遅
く

な
る
よ
…
の
」
（
津
軽
平
野
・
吉
幾

一
一
一
）

今
年
一
月
、
青
森
市
は
記
録
的

な
大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
。
一
月
二

十
三
日
に
は
平
年
値
六
三
セ
ン
チ

の
二
倍
以
上
の
一
三
七
セ
ン
チ
の

積
雪
量
を
記
録
。
同
Ｈ
、
大
雪
警

報
が
発
令
。
暖
冬
少
雪
傾
向
だ
っ

た
昨
年
同
期
が
一
七
セ
ン
チ
だ
っ

た
か
ら
実
に
八
倍
以
上
で
あ
る
。

里
に
雪
が
降
る
こ
ろ
、
青
森
市

民
は
今
年
は
ど
れ
く
ら
い
の
積
雪

灘
と
な
る
か
、
天
気
予
報
に
一
喜

一
蕊
す
る
。
本
稿
第
一
回
で
述
べ

た
よ
う
に
、
青
森
市
は
豪
雪
都
市

な
の
だ
。
そ
の
、
気
に
な
る
長
期

予
報
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

昨
年
十
一
月
二
十
日
発
表
の
気

象
庁
の
三
カ
月
予
報
を
要
約
す
る

と
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
「
北
日

本
を
中
心
に
冬
型
の
気
圧
配
置
に

な
る
が
、
寒
気
の
南
下
は
続
か
な

い
。
平
均
気
温
も
平
年
よ
り
も
高

め
。
十
二
月
は
北
日
本
の
日
本
海

側
は
曇
り
や
雨
、
雪
の
日
が
多
い
。

気
温
は
北
日
本
を
除
い
て
高
い
。

一
月
の
気
温
は
全
国
的
に
高
く
、

降
水
量
は
平
年
並
み
、
北
日
本
、

東
日
本
の
日
本
海
側
で
は
雪
が
少
な
い
」

さ
ら
に
、
昨
年
十
月
十
日
に
仙
台
管
区
気
象
台
が

発
表
し
た
東
北
地
方
の
寒
候
期
（
十
一
月
’
三
月
）

予
報
で
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
冬
の
平
均
気

温
は
、
確
率
五
○
％
で
平
年
よ
り
も
高
い
可
能
性
が

強
く
、
確
率
四
○
％
で
平
年
並
み
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
平
年
値
と
は
三
十
年
間
の
平
均
値
の

こ
と
で
あ
り
、
十
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
る
。
一
九
九

一
年
一
月
か
ら
二
○
○
○
年
十
二
月
ま
で
使
っ
て
い

た
の
は
、
一
九
六
一
’
九
○
年
の
値
で
あ
っ
た
。
二

○
○
一
年
一
月
一
日
か
ら
は
一
九
七
一
’
二
○
○
○

年
の
平
均
値
と
な
る
。
こ
れ
は
世
界
気
象
機
構
（
Ｗ

Ｍ
Ｏ
）
の
基
準
に
よ
っ
て
い
て
、
日
本
で
は
こ
れ
に

準
拠
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
十
年
を
迎
え
た
。

●
手
ご
わ
い
地
吹
雪

さ
て
、
暖
冬
の
予
報
と
い
う
こ
と
で
、
車
の
運
転
、

除
雪
な
ど
、
冬
季
間
の
市
民
生
活
は
多
少
ゆ
と
り
も

生
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
淡
い
期
待
を
抱
い
た
の
は
、
果

た
し
て
筆
者
の
み
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
十
二
月
に
入
っ
た
と
た
ん
、
六
日
に
は

大
雪
の
目
安
と
さ
れ
る
上
空
五
千
メ
ー
ト
ル
に
マ
イ

ナ
ス
三
流
度
以
下
と
い
う
寒
気
が
流
入
。
津
軽
平
野

を
縦
横
に
走
る
道
路
で
は
、
地
吹
雪
な
ど
に
よ
る
交

通
障
害
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
青
森
空
港
も
視
程

が
三
○
○
メ
ー
ト
ル
以
下
に
な
り
、
到
着
便
も
行
き

先
変
更
や
欠
航
便
も
出
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
Ｊ
Ｒ
線

も
運
転
規
制
や
運
休
な
ど
、
ダ
イ
ヤ
が
終
日
乱
れ
た
。

そ
の
後
も
寒
気
の
南
下
は
十
二
日
、
二
十
六
日
と
続

き
、
交
通
機
関
に
障
害
が
多
発
、
連
日
新
聞
紙
上
を

に
ぎ
わ
し
た
。

だ
か
ら
生
活
者
レ
ベ
ル
か
ら
言
う
と
、
暖
冬
ど
こ

ろ
か
厳
冬
感
覚
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
ん
寒
気
が
流
入

す
る
と
、
居
座
り
程
度
に
よ
る
が
、
ま
ず
前
後
三
日

は
荒
天
だ
。
車
の
運
転
は
、
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
と
い
う

制
動
力
不
足
は
否
め
な
い
タ
イ
ヤ
の
た
め
慎
重
さ
が

必
須
。
だ
か
ら
、
急
ブ
レ
ー
キ
・
急
ハ
ン
ド
ル
・
急

発
進
等
の
急
の
つ
く
操
作
は
危
険
だ
。
雪
国
ド
ラ
イ

バ
ー
の
サ
バ
イ
バ
ル
技
術
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
凍
結
路
面
に
加
え
、
も
う
一
つ
運
転
者

泣
か
せ
の
現
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
地
吹
雪
」
で
あ

る
。
寒
気
団
が
南
下
し
、
一
段
と
季
節
風
の
吹
き
出

し
が
強
く
な
る
と
、
車
窓
風
景
が
良
か
っ
た
箇
所
が

通
行
困
難
地
に
逆
転
す
る
。
初
夏
、
伸
び
始
め
た
イ

ネ
の
上
を
特
徴
あ
る
羽
の
色
を
見
せ
、
ケ
リ
が
飛
翔

し
て
い
た
こ
と
。
盛
夏
、
さ
わ
さ
わ
と
稲
穂
の
上
に

祭
り
雌
子
を
乗
せ
て
渡
っ
て
い
た
涼
風
が
吹
い
て
い

た
こ
と
。
秋
、
刈
り
取
り
が
終
わ
っ
た
田
圃
で
、
一

時
の
休
蕊
を
取
る
か
の
よ
う
に
ヒ
シ
ク
イ
が
落
穂
を

つ
い
ば
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
が
ま
る
で
幻
想
で
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
、
津
軽
の
美
田
地
帯
は
手
の
ひ
ら
を

返
し
た
よ
う
に
、
白
魔
の
巣
窟
と
化
す
。

興
味
深
い
江
戸
期
の
一
文
が
あ
る
。
鈴
木
牧
之
の

『
北
越
雪
譜
』
（
岩
波
文
庫
）
で
あ
る
。
雪
中
に
遭
難

し
た
夫
婦
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
吹
雪
の

様
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「
．
：
暴
風
雪
を

つ
じ
か
ぜ
（
蝋
文
）

吹
散
事
巨
濤
の
岩
を
越
る
が
ご
と
く
、
腿
雪
を
巻

騰
て
、
白
竜
峯
に
登
が
ご
と
し
。
朗
々
な
り
し
も
掌

を
か
へ
す
が
ご
と
く
天
怒
地
狂
、
寒
風
は
肌
を
貢
の

や

鎗
、
凍
雪
は
身
を
射
る
の
箭
」

風
速
が
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
、
と
た
ん
に
縦

に
降
っ
て
い
た
雪
が
横
に
降
り
出
す
。
津
軽
地
方
で

よ
く
聞
く
、
「
雪
が
下
か
ら
降
る
」
と
い
う
現
象
だ
。
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飼うアリ

「世の中面白いもので,このササ
ラダニが大好きなアリがいるんだ
よ。」
「へ一まるで先生みたいだね｡」
「いや，大好きというのは，食べ
るのが好きということなんだ。カ
ドフシアリというアリはキュウジ
ョウコバネダニというササラダニ
ばかりを集めて食べていることが

研ちゃん

ダ
わかったんだが，このササラダニ
はタマゴみたいに丸くてつるつる
しているので，アリは腹を前方に
曲げて大きなボールを抱きかかえ
るような格好でササラダニをつか

まえて，頭の部分をかみ切ってし
まうんだ｡」
「なるほど｡」
「それからまるでどんぶり飯を
食うように，中身を食べてしまう
というわけさ｡」
「ふ－ん，器用なもんですね｡」
「実は,熱帯に住むカドフシアリ
の仲間ではササラダニを食べるだ
けではなく飼育しているものがい
ることがわかったんだ｡」
「いや－，アリもバカにできない
ですね｡」
「その飼育されているササラダ
ニを調べてみたら，まったく新し
い種だということがわかった。し
かもこのササラダニは自分で歩く
こともできず，餌を食べることも
できず，体つきも退化しているん

「いや－，あっという間に正月が
過ぎましたね｡」
「まったくだね。この分じゃ21
世紀もあっという間に過ぎちゃう

かもね｡」
rまさか－。しかし，どうしても
正月は食っちゃ寝で太っちゃいま
すね｡」
「君の場合は，運動不足もある
ぞ｡」
「そうそう，わかっちゃいるんで
すがね。つい，おっくうで。まあ，
うちはかあちゃんが働き者だから
いいんですよ｡」
rそんなこと言って,あんまりご
ろごろしてると手足が退化しちゃ
うぞ｡」
「また－，おどかす－｡」
「いや,冗談じゃなくこんな話が
あるんだよ｡」
rどんな話です｡」
「実は,土の中にササラダニとい
うダニの仲間がたくさん住んでい

るんだがね｡」
「ひえ－，ダ，ダニですか。なん
か聞いただけで，体がかゆくなっ
てきますよ。」
「いや，ダニといっても，人に食
いつくマダニなどとは違ってね，
土の中で，ひそかに落ち葉やカビ
などを食べているかわいらしいダ
ニなんだよ｡」
「これだからやになっちゃうん
だよ。なにがかわいいだよ－｡」
「まあまあ，とにかくだね，その
ササラダニというのは，大きさは
0.2ミリから1ミリほどで,足は8
本あって目はないんだ。体は硬い
皮で覆われていて，いろんな格好
をした毛が生えているものがいる
んだ。ふだんは土の中で落ち葉な
どを食べているんだが，そのため
に頑丈なペンチのような口を持っ
ている。」
「へ－，それで，そのササラダニ
ってやつがどうかしたんですか｡」

羅匪壁壹 木造住宅の減少と代替材の進出替芭砿

昭和30年代から経済の高度成

長が本格化する中で，新設住宅着

工戸数が増加したことなどにより

木材需要は昭和48年まで著しく

増大した（図①)。

しかし，新設住宅着工戸数が増

加する中にあって，それに占める

木造建築の割合は，建築物の高層

化や共同住宅の増加等を背景にそ

▼図①新設住宅着工戸数の推移▼図②各種建築資材の生産量の推移

新殿住宅着エ戸数(千戸）木造率(％）板類〈万､3）せつこうボード,繊維板等(百万m2）
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Ｉ
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８
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一新設住宅義エ戸認
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昭和4043464952555861平成元4710年
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0

|"蝋:『曇繊聿譲:｡”“聰"，"‐ 資料：通商産業省「開業･建材統計年報｣，農林水産省r木材需
給報告書」

注：木造率＝新設木造住宅÷新設住宅着工戸数であり，昭和注：｜)せつこうボードには，シージングせつこうボード，強
39年から計上している。化せつこうボードを含む。2)繊維板等とは繊維板およ

びパーティクルボードである。⑭－林業技術No.7072001.2
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だ｡」
「じゃ－，どうやって生きてるん
です｡」
「これが鴬いたことに,すべてア
リが運んだり，餌を食べさせたり
して世話をやいているんだ。つま
りアリなしでは生きていけない体
になってしまったんだね｡」
「ふ－ん,でもアリに養ってもら
っているんならけつこうな身分じ
ゃないですか｡」
「まあ,餌が十分にあるうちは天
国なんだが，アリの餌が不足して
くるとササラダニを食べてしまう
んだよ。」
「あれ－，じゃあ非常用食料って
わけですね｡」
「まあ，そういうことになるね。
いってみれば牛や豚みたいに食料
用の家畜として飼育しているよう
なもんだね｡」
「へ－,やっぱり世の中甘〈はな
いですね｡」
「そのとおり。あんまりゴロゴロ
していて太りすぎたら，君もいざ
というとき奥さんに食べられちゃ
うぞ｡」
「じょ,冗談はよしてくださいよ
一・・・・・・・」

あたりまえのことであるが，技術を語るうえで，

多くの人に，よりよく知ってもらうのは大切なこ

とである。森林については，依然，国民の関心が

高いといえるが，誤解や憧慢に頼るところも多く，

｢わかっちゃいない」と思うことはないだろうか。

私事であるが，昨年まで途上国での技術協力の

仕事をしてきた。外国住民とのつき合いは，文字

も使えない，言葉も通じない，文化背景も違うた

め非常に困難である。さらに，彼らの森林に対す

る考え方は，日常生活に密接にかかわっているた

め，非常にシビアである。日本の進んだ技術なら，

自然とわかってもらえるなどのんきなことでは何

も進まない。だから，多くのドナーによって，よ

く伝えるための研究がなされ，研修も頻繁に行わ

れている。受け手を常に意識している。参加型手

法に門外漢の私には，目から「鱗」が落ちる毎日

だった。

国内でも,広告や週刊誌などの情報関連の世界

ではよく研究されている。そのやり方いかんで売

り上げが決まるからである。読者層の分析より，

キャッチフレーズや活字の体裁，専門家の起用な

ど，そのやり方について参考になるところは大き

い。r林業技術』も写真を多様したり，ソフトな記

事を載せたりして，技術的な背景の広い読者層を

意識し工夫をしている。

本誌1月号函館局の高橋さんの記事は，住民と

われわれ林業技術者との知識のギャップを埋める

ため，さまざまな工夫の例や努力が書かれており，

非常に感心した。しかし，記事で書かれるのは，

林業分野全体では，まだ，こういった努力などは

珍しく，一般的でないからなのだろう。

も魚ゑ虫,ばくただ小手先芸が上手なのは，中身が
ない軽桃浮薄な誤解を拭いきれないが，それで

も知らせようと意識することは，非常に重要であ

ることに変わりはない。

情報公開,IT化の推進により，今後さらに多く

の情報が世にあふれる。内容がよいものであって

も，知らせようという努力がされていない情報は，

見落とされてしまう可能性が高くなるだろう。わ

れわれの持っている「技術」は一流だが，ほかの

人に知ってもらうための「技術」は，今のところ
まだまだかなと感じるところである。もちろん私

も含めて…。(Y.l.)

却

＃

福山研二（ふくやまけんじ）／
林野庁研究普及課首席研究企画官

クの比率を漸次低下させていき，鉄

筋コンクリート造りを主体とする

非木造建築への移行が進んだ。ま

た，このように建築構造が変化す

る中で，合板やセメント，鉄等が

著しく進出した。

さらに，製材品と代替関係にあ

る主要な木質，非木質の建築資材

の需要動向についてみると，板材

の国内生産は昭和43年をピーク

に増加がとどまっているのに対し，

繊維板やせつこうボードは増加し

ている（図②)。

製材品に代わって，木質や非木

質の代替材の需要が伸びてきた理

由としては，代替材の品質，価格

が安定していることや，木造住宅

の工法の変化，ニーズに的確に対

応できなかった製材品供給側の問

題などが挙げられる。このような

ことにより，製材品の需要は減少

傾向で推移している。 (この欄は編集委員が担当しています〉
ー

林業技術No.7072001.2-⑮
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森林生態学といえば従来は林木

や林床植物の生態が中心であり，

微生物は極めてマイナーな存在で

あった。森林生態学の教科書にお

いても林木をはじめとする植物は

生産者，動物は消費者，そして微

生物は分解者として包括的に位置

づけられてきた。しかし近年，森

林生態系に関する研究が進展する

にしたがって，個体数としては圧

倒的な数を誇りながらその生態に

多くの謎が残されている微生物に

関心が集まってきた。

微生物とひと口に言っても，分

類学的には菌類，微小藻類，細菌，

原生動物から線虫類までも含み，

その生活形態は多様であり，単に

分解者としてひとくくりにするこ

となど，実はとてもできないので

ある。例えば，植物の病気を起こ

す病原微生物健全な植物に内生

I#
二井一禎・肘井直樹編著

森林微生物生態学
発行所：朝倉書店

〒162-8707東京都新宿区新小川町6-29

a03(3260)0141FAXO3(3260)0180

2000年11月発行A5判,322頁

定価（本体6,400円十税）

する微生物，菌根菌や根粒細菌に

代表される共生微生物，枯死木・

落葉落枝や土壌中の有機物を分解

する微生物，動物に寄生する微生

物,動物と共生する微生物など,そ

の生活様式は多岐にわたっている。

森林微生物の生態に関しては，

その多様性から一部の菌類の生態

に特化したものを除き，分類群の

異なる微生物の生態を解説した書

籍はこれまでに存在しなかった。

本書は微生物にかかわるさまざ

まな分野の研究者20人の共著に

よるもので，森林に生息するさま

ざまな分類群の微生物の生態につ

いて，それぞれの立場からのアプ

ローチと最新の研究成果が紹介さ

れている。本書の表題は「森林微

悪
悔
哩
師
凶
困
■
６
０

木の生活史特性としてのみ捉える

のではなしに，それらを決定する

諸因子と生物間相互作用の中で，

樹木の生存戦略を検証しようとす

る研究例が報告されている。また，

第2部では樹木の成長を個体維持

はもとより種間競争における環境

適応戦略として理解しようとする

試みが紹介されている。さらに第

3部では，複雑で多様な森林群集

の成立する背景としての樹種の共

存メカニズムを取り上げ，多様な

立地環境や，自然撹乱とその後のⅢ
植生遷移を利用した時間的・空間

的な棲み分けの機構を論議してい

る。

極めて個人的なことになるが，

本書で森林を河川を含めた生態系

として認識していることに注目す

る(第4部)｡これまで､河川と森林

＃
菊沢喜八郎・甲山隆司編

森の自然史
複雑系の生態学

発行所：北海道大学図書刊行会

〒060-0809札幌市北区北9条西8丁目北海道大学構内

"011(747)2308FAXO11(736)8605

2000年10月発行A5判!,236頁

定価（本体3,000円十税）

森林の複雑さについては，いま

さら指摘するまでもなく，これら
の全貌を解き明かすのは並たいて

いのことではない。それ故，これ

までの森林生態系を解明する取り

組みは，群集組成・構造の解析，

その類型化から始まって，主な生

物種の生活史を詳細に検討し，さ

らに生物一環境,生物間相互作用

の断片を切り出し，そうした現象

をいかに簡潔明瞭に理解するかに

重きが置かれてきた。しかし，こ

うした研究には，生態系を理解す

るうえで限界があったように思わ

れる。

本書は，副題に「複雑系の生態

学｣とあるように，森林生態系の複

雑さを指摘するにとどまらず，そ

の複雑さを解明しようとして今日

まで取り組まれてきた森林研究の

成果を紹介している。本書は4部

からなり，それぞれ木の花・果実

(第1部)，実生の定着と稚樹の生

活(第2部)，森の動態と樹種の共

存（第3部）生態系としての森林

(第4部）について記述されてい

る｡構成自体は,オーソドックスな

体裁を取っているが，その中身は

生物間相互作用をはじめとして，

まさにr複雑系｣への踏み込んだ研

究報告である｡例えば,第I部では

樹木の開花・結実現象を単なる樹

呼
戦
凌
恥
‐
１
．
．
ｔ
‐
Ｌ
，

日
Ｈ
Ｉ
ｐ

森の自然史
伽雑系の眺醸判
画面､匪令麹匂■

と公4叫輌血師1回
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｜L 、l

生物生態学｣となっているが，〈ま

えがき＞にも述べられているとお

り，その内容の多くは微生物と植

物，微生物と昆虫など，微生物と

他の生物の相互作用に関するもの

となっている。

本書を読み進むうちに，一見す

ると静寂で変化のない森林の中で，

ミクロな世界ではダイナミックな

生物間のしのぎ合いが繰り広げら

れているということが見えてくる。

森林という複雑な生態系の中で，

それぞれの微生物が生存のために

他者とかかわるための多種多様な

戦略を持っていることに驚かされ

るであろう。故・今関六也先生は

｢菌を通して森を見る」という言葉

を残されたが，さらに視野を広げ

て「微生物を通して森を見る」の

である。

本書は微生物生態学の教科書と

して企画されたようであるが，編

集者の意図に反して（？）読み物

としても大変面白いものとなって

いる。内容はトピックごとに分か

れており，読者の関心のある部分

を拾い読みすることもできるので，

一読をお勧めする。

(森林総合研究所森林生物部
腐朽病害研究室長／阿部恭久）

森 災林火
過日，栃木県那須郡馬頭町を

訪れ,昭和52年3月に大火災に
見舞われた跡地の復旧状況を見

学する機会に恵まれた。当時丸

焼けになった地点も現在では植

林したスギやヒノキがすくすく

と伸び，森林の回復力の強さを
あらためて知らされた。

当時の林野火災は，瞬間最大

風速|3m,異常乾燥注意報も出

るという悪い気象条件の故で，

すさまじい火災であったという。

被災状況は，地形，方位，樹種，

林齢，地床などの状態により，

また地表火，樹冠火によって差

はあるが，今でも話題に上るほ

どの県下最大の林野火災と記録

されている。

森林の被災面積|,|78haの

うち,被害の激甚率は針葉樹(ス
ギ，ヒノキ)が93.5％と高い

値を示し，うちヒノキはスギ

よりもその値は高かった。幼

齢林は高齢林よりも被害は激

しく，特に急斜地では樹冠火

と地表火により全滅に等しか

ったという。｢火災跡には焼け

焦げた樹幹だけが棒立ちして

地表には何も残っていなかっ

た」と，当時の記録には記載

されている(｢八溝林業地の火

災復旧」・県資料)。枝打ちな
どの手入れが十分に行われた

高齢林では地表火だけの微害

にとどまり，延焼を食い止め

た所もあったという。また，

広葉樹は一般に被害は少なか

ったと報告されている（同)。
被害地は東北自動車道を利

用できるという交通の便に恵

まれ，消火対策も早く，かつ

その後の復旧事業により，現

在では八溝林業の素晴らしい

林相がよみがえり，災害の面

影は全く見受けられない。あら

ためて森林の回復力の強さと，

それを助けた人間の知恵と努力

に感動したしだいであった。

それとともに，多くの人が森

林を訪れ，都市に近い森林での
火災の危険率が大きくなってい

る現在では，針葉樹と広葉樹の

配置，人工林の手入れなどの林
野火災防止の問題は森林問題か

ら都市問題（都市計画，消火対
策等）に大きく比重をかけ始め

てきたことを強く感じたことで

あった。

ご案内いただいた栃木県治山

林道協会の皆様に厚くお礼申し

上げる。（筒井辿夫）

I

写真火災跡地の復旧状況

▼昭和52年度施工
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の相互作用に関する研究は北海道

を中心に精力的に取り組まれてき

たが，それらが森林生態系として

まとめて報告されるのは，同種の

仕事にかかわってきた者としては，

大変うれしくもあり，興味深い。

本書を通じて複雑系としての森

林生態系への理解がさらに深まり，

今後の研究と同時にその先にある

森林の取り扱い，とりわけ広大な

人工林管理に活かされていくこと

を期待する。

･マーー、？、

にとどまり，延焼を食い止め

た所もあったという。また，

広葉樹は一般に被害は少なか

ったと報告されている（同)。
被害地は東北自動車道を利

用できるという交通の便に恵

まれ，消火対策も早く，かつ

その後の復旧事業により，現

在では八溝林業の素晴らしい

林相がよみがえり，災害の面

平成11年3月の状況少

(森林総合研究所森林環境部

種生態研究室／鈴木和次郎）
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平成11年度千葉県林業試験場業務報告第34号
平成12年6月千葉県林業試験場

ロ高性能林業機械を活用した林業生産性向上技術の

確立

長谷川忠三

口構造用針薬樹材の効率的な人工乾燥技術の確立

長谷川忠三・塩入環

ロ針葉樹合板および県産材等の高次加工技術の開発

長谷川忠三・塩入環

口原木シイタケの安定生産技術の確立

岩澤勝巳・安川三生

口菌床きのこの安定生産技術の確立

寺嶋芳江

口食用きのこ害虫の無農薬による防除技術の開発

岩澤勝巳

ロクリの安定生産樹術の確立

富谷健三・安川光生

ロハチクたけのこの安定生産技術の確立

富谷健三・安川光生

口菌樹生きのこの安定生産技術の確立

寺嶋芳江

ロバカマツタケ発生地管理技術の体系化

富谷健三・安川光生

愛知県林業センター報告No.37号

平成12年6月愛知県林業センター

ロスギクローンの耐陰性に関する研究

手塚朗・浅岡郁雄・竹内英男

榊原弘修・熊川忠芳・大林育志

ロスギ精英樹の耐病虫害性に関する研究

小林元男・竹内英男・熊川忠芳

ロスギ採穂園台木の加齢による発根率・活着率への

影響調査

小林元男・吉田和広・竹内英男・熊川忠芳

ロコナラ組織培凝の効率化に関する研究

吉田和広

口交雑育種苗の生長解析に関する研究

大内山道男・手塚朗・竹内英男・熊川忠芳

口機械化作業システムに適合した森林施業法の開発

菱田璽寿・大内山道男・小林元男・竹内英男

熊川忠芳・榊原弘修・大林育志

ロスギ中目材による内装材の開発

豊嶋勲・菱田重寿・大林育志

ロスギ材の高温域での乾燥に関する研究

近藤和幸・豊嶋勲・菱田重寿

榊原弘修・大林育志

ロスギ材の高耐久性向上技術に関する研究

豊嶋勲・近藤和幸・大林育志

口菌床シイタケ栽培用品種の開発試験

澤章三

ロエリンギの生理特性に関する研究

石田朗

口食用きのこ類の細胞操作に関するW暁

門屋健

ロ有用林木遺伝資源の保存と増殖技術の開発

吉田和広

ロニュータイプきのこ資源の利用と生産技術の開発

石田朗

口森林のモニタリングと環境の評価に関する研究

手塚朗

口酸性雨等森林衰退モニタリング事業

門屋健・竹内英男・熊川忠芳

平成11年度和歌山県林業センター業務報告N0.57号

平成12年7月和歌山県林業センター

口短伐期集約経営の現地適用試験

山田溌治・倉岡光博

口有用林木遺伝資源植物のパイテクによる保存と増

殖技術の開発前田小夜・山崎智恵子

ロ低コスト人工林更新技術に関する実証研究

前田小夜・山崎智恵子

□MON-96A液剤(広葉樹等，立木処理)適用試験

鈴木正隆

ロキバチ類等材質劣化病害虫の防除に関する研究

法眼利幸・山崎智恵子

ロ新薬剤による松くい虫等防除試験

山崎智恵子・法眼利幸

口大型獣類による森林被害防除に関する研究

法眼利幸・前田小夜

口特許技術実用化に関する研究

山裾伸浩・西野芳樹

ロ県産材の材質評価に関する研究

西野芳樹・山裾伸浩

ロ高信頼性構造用エンジニアリングウッドの開発

山裾伸浩・西野芳樹

口風害木の有効利用技術に関する研究

山田賢治・倉岡光博・山撫伸浩・西野芳樹

ロ機械化作業システムに適合した森林施業法の開発

倉岡光博・山田賢治

口森林・樹木の保全に関するW暁

山崎智恵子・法眼利幸

千葉県林業試験場〒289-1223千葉県山武郡山武町埴谷1887-1TEL｡0475-88-0505FAX.0475-88-0286
愛知県林業センター〒441-1622愛知県南設諜郵厩来町上吉田字乙新多43-1TEL､05363-4-0321FAX.05363-4-0955
和歌山県林業センター〒649-2103和歌山県西牟婁郡上富田測生馬1504-1TEL.0739-47-2468FAX.0739-47-4116

★ここに紹介する資料は市販されていないものです。必要な方は発行所へお問い合わせくださるようお願いいたします。

④－林業技術No.7072001.2



区分

全図

東京

〃

〃

全国

行事名

世界木のクラブl､鵬～森の

やさしさあたたかさ～

森林・木質資源利川先端技
術推進協議会シンポジウム

rニッセイ緑の探検隊｣新III

紀記念セミナー今井遊Y
さんの緑の地球大紀行

木材乾燥研究会セミナー

"131I'1森林レクリエーシ

ョン地域美化活動コンクー
ノレ

区分’行事名
砺木 巨樹・巨木国際シンポジウ

ム

期間

弊集中～

214締切

2.16

10：45～面:20

220

2.23

13:30～16:50

弊集中～

228締切

期間

3.13

一賃
2 月

菫催団撚／会場／行聯内容等

側H本木材総合'附報センター（東京都文京区後楽1-7-12念03-3816-

5595)･III梨県森林環境部林業振興課(II1府市丸の内1-6-1a055-223-

1653)／作品の擁集方法は主催者まで／木の特性を生かした木工品クラフ

ト作品を展示・紹介することにより消溌醤へ木の持つ温もりを再確認さ

せ，生産荷へ制作意欲の向上を図り，木材の普及啓発の促進をはかる。

森林･木筑満源利用先端技術推進協議会（蝋京都中央区八丁堀3-5-8京橘

第2長岡ピル7FaO3-3206-3046)/木材会館（江東区深川)/シンポジ

ウム「どうなる／21世紀の木材産業」を|淵雌。詳細は主催者まで。

伽ニッセイ緑の財IIII(東京都千代胴区有楽ll11'1-1-1公03-3501-9203)/11

本生命、比谷ビル7FMil際ホール（上記同)/「いま,21世紀の地球環

境に何がで巻るか～森林から考える新しい時代の新しい地球～｣というテー

マで,環境先進国等の醜例をもとに,わが側の森林の展望について考えてい

く。

口本木材乾燥施殺協会(東京都港区赤坂2-2-19アドレスビル2F木櫛造

振興㈱内恋03-3585-5595）・日本住宅･木材技術センター･細全国木材組合
連合会･01IH水木材総合情報センター・全国木造住宅磯械プレカット協

会／メルパルクTOKYO4F(港区芝公剛2-5-20a03-3433-7210)/テ

ーマ:r木材乾燥は木造住宅の品質符珊の雑本｣,乾燥技術の向上と乾燥材

の蒋及活肋の一戦として|淵催／申込期限？2.13／'|$込は主催者まで。

側全僅l森林レクリエーション協会(東京都文戒lX後楽1-7-12林友ビル6

Fa03-5840-7471)/葬集方法については主仙者まで／森林レク事業の

一層の発鵬をlXlるため，全国の森林レク地域において，美化活動を綴極的

に行っている学校またはボランティア間体等を対象に表彰。

3 月
主催 団体／会場／行事内容等

巨剛・巨木国際シンポジウム実行委員会：巨樹・巨木保護中央協議会･棚

全国森林レクリエーション協会･卿森林文化協会（事務局(柵全国森林レク

リエーション協会lﾉ1盃()3-5840-7471)／宇部宮市(栃木県総合文化センタ

ー)／巨木を)I1いた地域活性化の動きが見られる巾，巨木が生き残った背
賎や地域の脳雁などを踏まえ，国内外でのIT樹･匝木の保全･活用耶例を

中心に巨木にIM1する意見交換を行い,地域の潜朧化に向けて現代における

巨木の意溌を探る。

I

◇日林協催し等の募集（2月締切）のお知らせ◇ 照会等は総務部まで壷03(3261)5281～2

第5回(平成13年度)《日林協学術研究奨励金》助成ﾃー ﾏの募集(締切迫まる!!）
募集要領は,NO.705(昨年12月号37ページ）に掲難［締切：平成18年2月28B(必着)]

第48回《森林｡林業写真コンクール》作品の募集蕊第47回より締切日が2月末日に変わりまし庭。
募集要領は&No.704(昨年11月号37ページ）に掲載。［締切？平成13年2月28巳（消印有効)]

森と人づくり，木材に関するフェアの実施のお知らせ

新しい世紀における循環型材会の構築に向けて，森づくりと人づくり，地域材利用等の推
進を内容とするフェアを全国4会湯で開催します（各会場とも入場無料)。

①森と木と人の新世紀を開くフェア（主催：全国森林組合連合会・㈲全国木材維強合連合会）
平成13年2月11日(日)，12日(月)／東京ビツグサイト西1，西2〔東京都江東区言明3－21－1）

〈｢森へいこうよ全国フェア2001」とr木と暮らしのフェア21世紀地域材再発見」を同時開催）
er森林(もり)へいこうよ全国フェア2001in大阪」（主催§全国森林組合連合会）
平成13年2局17日(土)，18日(日)／インテツクス大阪2号館（大阪市住之江区南港北1-5-102）

⑧r木と暮らしのフェア21世紀地域材再発見」（主催：伽)全圃木材組合連筐髄会）

平成13年3目3日(土)，4日(日)／神戸国際展示場2号館<神戸市中央区港畠中町6-11-1）
④r森林くもり>へいこうよ全国フェア2001in九州」（主催：全国森林組合連合会）
平成13年3月10日(土)，11日(日)／福岡国際センター（福岡市檮義多区港本町2－2）

［主崖］全国森林組合連合会（垂03-3294-9711〕・㈱全国木材組合連合会<公03-3580-3215）

林業技術No.7072001.2-⑲
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園菫害鰯堅籍騨竈戸科事典』，本年5月末刊行
前版（『新版林業百科事典』）刊行から30年，21世紀の幕開けの
年，日林協創立80周年記念事業として，森林・林業・環境に関する
最新の知見の集大成新版，刊行まじか。

〔本書は，丸善から発売されます。定価・ページ数等については3月頃お知らせします〕

11部門・解説項目約2,900"･索引約13,500語を収載（前版の1．7倍の解説項目）

〔部門〕●森林生態･環境●治山･治水･森林気象･林野火災管理●森林病害虫管理・
野生生物管理●森林調査・測樹・測量・リモートセンシング●森林植物・育林・森林

土壌●林木生理・林木育種・バイオテクノロジー●伐木運材・林道・労働安全●木
材化学・林産物利用●森林計画・森林レクリエーション・都市近郊林・地域林業●林
業政策・森林経営・普及・労務管理●海外林業

【お問い合わせ先：巳林協｢森林･林業百科事典｣編纂事務局TELO3-3261-6259】

（編集部雑記）
情報公開と市民参加共通の土俵

に立つには，お互いに相手の立場・

il1i値脱を剛1解する努力が大前提とな

るが，諭識のレベル（高い低いでは
なく）を同一にすることに時間を淵

しんではならないだろう。専門的知

識・技術は，理解され有効に生かさ
れてこそ評価される。言い訳の道具
などではない。お互いに汗を流さね

ばならず，地域社会への強い思いが
動機として不可欠。里lllは格好の勉
強の場になろう。（カワラヒワ）

残像21世紀に入って各地は大

野に見郷われ，東京も雪かきシャベ

ルが大活蝿です。職雪の翌H,アイ
ゼンの初試しを兼ねて近郊林業地の

山歩きに出かけてみました。この辺
りで4()-50cm深,杉の真新しい雪

齊が目につきます。すぐ近くできし
む音とともに杉の幹折れの瞬間を目
撃，力枝の下部分の折れ際がささく

れだち震えている残像が今もありま

す。各地での雪詳と被害処理対策が
気になります。（平成の玉手箱）

森の居酒屋つくばの森林総研は

樹木が多く，敷地も広く，構内に入

るとすがすがしさを覚えます。一方，
東京・目黒の旧林試界隈は通称お不

勤様の門前市。個人商店が肩を寄せ
合い，道も狭くごちゃごちゃしてい
るのになぜか人懐しい･ついつい赤

ちょうちんに釣られてしまうのです。
森はすがすがしさの象徴でもありま

すが,どこか一角に居酒屋,子ども向

けの駄菓子屋みたいな場所があると

もっと楽しそうです。（三遊亭明朝）

I訂、本誌No.705(12月号．34P)

記邪中に誤りがありましたので，訂

正してお詫びいたします。【編集部j
小淵基金→小渕基金

⑩－林業技術No.7072001.2

I投稿募集中！（日林協編集部盃03-3261-6968)tetsuji@lafta.or.jp)

I刊行案内●平成'2年度会員配布図書『ウッデイライフを楽しむ
101のピン|､』（2月中旬発行）本号29ページをご覧ください。

I『森林航測』193号●今年度第3号となる本号は,3月上旬の
刊行の予定です。

|協|｜会｜｜の｜｜う｜｜ごilき’
◎海外出張（派遣）

1/4～2/2,0･アテフ主任研究
員，渡辺（準）課長，中村課長，
サバナ・イエグァ・ダム上流流域

管理計画，ドミニカ共和国。
1/9～2/7，安養寺理事，西尾課
長，吉村課長，下川課長，市川課

長代理，遠宮課長代理，1/9～2/5，
鈴木（淳）主任調査員，ニカラグ
ァ国北部太平洋岸地域防災森林管
理計画調査，同国。
1/17～2/2，増井国際事業部次
長,グァテマラ,ホンジュラス,エ

ルサルバドル林業事情調査，同国。
◎調査研究部関係業務

1/31,於本会,「住民参加による
地域での生物多様性保全手法調

査」第2回林野庁委員会。
◎技術開発部関係業務
1/29,於本会，「松くい虫被害変

動要因対策推進調査｣，平成12年

度第2回調査委員会。

◎熱帯林管理情報センター関係業

務

1/30,於本会,「熱帯林管理情報

システム整備事業｣平成12年度第

3同調査委員会。

◎林業技士スクーリング研修

1/15～19,於プラザエフ，林業

経営部門を林政総合調査研究所藤

沢秀夫氏ほか10名を講師として

実施。受講生98名。

◎番町クラブ1月例会

1/23,於本会，林野庁森林整備

部長石島操氏を講師として｢平

成13年度林野庁予算概要」につ

いての講演および番町クラブ総会

を行った。

林業技術第707号平成13年2月10日発行

編集発行人弘中義夫印刷所株式会社太平社

発行所社団法人日本林業技術協会。

〒102-0085束京都千代田区六番11117TELO3(3261)5281(fO
振替00130-8-60448番FAXO3(3261)5393(代）

【URL]http:"wwwjade・dti.nejp/giafta

RINGYOGIJUTSU

JAPANFOREST

publishedby
TECHNICALASSOCIATION

TOKYOJAPAN

〔普通会没3,500円・学生会費2,500円・終身会蛮(個人)30,000円〕
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I香田徹也編B5判2p80N25,000円
'3月栄まで特別定価20,000円1

大政奉還以来130年間にわたる森林.林業.林

産行政の歴史をまとめあげた、わが国初の総

合年表。森林施策の沿革や結果とともに、環

境．国土.地域●土地利用・建築.文化財など

の関連分野を一覧できる"百科事典的年妻と

｜してご利用いただけます。日室図餐館瞳会
＝讓定図書！

甘利敬正編著A5判422頁3,000円

変わりゆく世界の森林の突愉を､製紙会社、

商社、自然保護団体などに所属する専IpI家

が分掘各国･地域の那備に箱通している執

錐陣ならではの貴璽なデータ・給考が避富

な1冊ですb2000年12月最新刊！

ー

襖仙火無災

|伺曙寮，鱗戦日歩

細騨化鷺α随
犀曾季I
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地W厩！
極血潮
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21世紀の環境

企業と森林

雪国の森林づくり睡
雲
識

》
森
林

雪国の
｡ 、

森林ぴくり
乳電01…と
~理の遜耐

豪雪地帯林業技術開発協議会編

A5判200頁2,500円

スギ造林の現状と広葉樹の活用

雷と調和した森林づくりに向けて、最新の技

備と知見を紹介した手引書です。結成30年、

地遁な研究活動を総けてきた豪雪樫のメン

バーが、スギ不成績造林地の改良手法など、

豊富な現地データをもとに具体的な対応方向

を示しました｡2000年12月最新刊！

小林紀之著A5判316頁2,500円

｢民力』で項境を守る1環境と経済の両立

が求められる今、何をしなければならない

のか｡森林認証制度､地球温畷化への対応、

熱帯林の再生をテーマに、住友林業グリー

ン環境室長の著者が最新の国際動向を分析。

０
旧
心
思
好
面
Ｐ

歸虹⑤肥歪Ru■■凹唾殖⑤

鰹"』脾よる羅なバラダイ､ﾑ唾､佃

溌灘溌織溌
灘累藍曇じらぶき堪曇銅ヂｰﾀと…尚
を雍・曾砦&‐蚤貸室壺銘を窪量する1

…･存…叩4

，毎加軍璽霊爪

芝1世紀の森林･林業問題を考えるために！

調査会の好評書森と木と人のつながりを考える日本権業

スギの新戦略I
遠藤日雄編著A5判354R2,500円

綱郷AI住宅市場開拓編
日本のスギを泣かすな！第一線で活躍する

研究者と木材･住宅業界の先駆者が、外材に

対抗しうるスギの利用・供給体制を多角的に

分折しました｡豊富な事例紹介をもとに､「眠

れる責源｣であるスギの可能性を追求してい

ます.『スギの新戦略Ⅱ地域森林管理繕』も

好評発売中1

Q&A里山林

ハンFブック
林進監修／木文化研究所編

A5判190頁2,000円
里山に広がる森林を適切に保全．整儲するた

めの実躍的技術と知職を、一問一答方式でわ

かりやすく解説しました。市民参加活動を継

続するためのノウハウも丁寧に紹介。畳富な

イラストも人気です｡好評3刷！

地球緑化紀行
藤村隆著A5判302頁2,500円

林業技術のエキスパートとして、世界90カ

国の森づくりの現場に飛び込み、その歴史

や風土､地域の人々との対話を通じて､さま

ざまな“地球緑化”をみつめてきた著者が、

24カ国の記録をセレクトして1冊の本にま

とめました。正式報告書ではわからない現

場の生の姿が、情感あふれるスケッチとと

もに描かれています．

森林における野生

生物の保護管理

ス
ギ
の
新
戦
略

一
悶
悶
側
淵
一

…幽

郵ML

一一

貴み髄,I
Dｰ~

蟻蒋鷲,『
,~.．-些・r

，日瑚糊0
ーー

瓜沸L亀廼
ユーーーー・

電風制血

蒜郷
一一

〃＊ハ
ーー？▲-へ-号

弓輔NMm

地球緑化紀行
－恥恭の脚外馳･そ鋤mjH力,命

毎翻際

逵礁戦霞-‘
鏥〆獣邪淫力If御n画《nを姪錐営

好■辿自の謎露三死して.虜ゥ<1胸聴

畷窓息篭識煮.鯵溌｜
藷畠瀞也懸識難謬聯」

雌.I侭鋼Wさ

q狸峨ﾜドｯｸ
森林における
野生生物の
保護管理
生鈎多膳函爆全に向けて

■
藤森隆郎・由井正敏・石井信夫編著

B5判280頁3,500円

林業と野生生物保唖の両立に向けて、具体

的な森林施業のあり方を解説しました。森

林づくりの指針を撮るための基本責料とし

て広く活用されていま宛昨秋増刷！

伸忍堕隆
木文化畷麦雨劃

燗幽口睡'1M井産喚・而仲&緋
■汀

藍幟;謡撫 等神曹智噂噌

最新木材工業

事典圖奉鰯駕駕謂鍵轄霧蕊雲溌饗蕊霧蕊霧蕊
木材利周の愚近動向や技術駒ボｲﾝﾄ.将灘職獺雛猿灘職溝躍赫蝿織議
駕鐺鴬謡駕鰈鑿灘認鍵鱗識繊溺職繊溺瀧撒繊
鋭明がなされてい誤す．入門者から専門惑織麟灘書織醗織難漉溌燕議織
まで、輻広く使われています。

最新瞬謡鰯熟
木材工業事典

劃、4“B砲r”唾、侭
一一一唾一



’
〒107-0052東京都港区赤坂4-3-5/振替00120-9-195298

a03-3585-0087(IW/FAXO3-3589-2902
http:"www3.cnet-ta,nejp/e/eo-mm地球社の林業関係図書

I現鮴学講義↑棚業経宮原論
山口伊佐夫/著

A5判/334頁/本体4,300円(税別)/〒380
平田種男/著

A5判/170頁/本体2,800円(税別)/〒380

森林昆虫学’現代林学講義7

立花観二・片桐一正/共著
A5判/168頁/本体3,800円(税別)/〒380

上飯坂實/編著
A5判/192頁/本体4,300円(税別)/〒380

森林測量学罰
ｉ
ｌ ’

1 測樹学’現代林学講義9 現代林学講義10

西尾邦彦/著
A5判/136頁/本体2,800円(税別)/〒380

新訂増補南洋材
農学博士須藤彰司/著

A5判/556頁/本体4,500円(税別)/〒380

南雲秀次郎・箕輪光博/共著
A5判/256頁/本体4,500円(税別)/〒380

’|林業労働力確保法Q&A
’林野庁林政部森林組合課/監修

A5判/172頁/本体1,845円(税別)/〒380

|森林･林業.山村問題研究入門’
神奈川キノコの会編/城川四郎著
B5判/232頁/本体4,855円(税別)/〒380

［応用山地水文学1
-AppliedsIopelandhydroiogy-
ル〔京大学名撚教授山口伊佐夫/箸
A5判/240頁/本体2,913円(税別)/〒380

船越昭治/編著
A5判/368頁/本体2,800円(税別)/〒380

｜治山･砂防工法特論』’
静岡大学農学部教授陶山正憲/著
A5判/250頁/本体3,200円(税別)/〒380 ’

／ 特許出願中、:共存野生動物と共存特許出願中

【ﾍｷｻﾁｭープ】
シカ，カモシカ・ウサギ・ネズミ

食害完今防Iト
ヘキサチューブは獣害防止補助金メニューに入っています
現在1500本/i咽以下または2000本/ha槌栽に交わっています

キサチューサ耀

醐魚撰認」

昼

冬

例'の謬筆伐防簔雪に耐える

"A勵R恕賭瀞

ザ

何ー

■営業部京都

〒613－0034京都府久世郡久御山町佐山西ノロ10－1日本ファミリービル3F
TELO774-46-1351(代)FAXO774-48-1005
e－mailphyto@hexatube.com

■営業部東京

〒101－0052束京都千代田区神田小川町3-28昇稲館ビル302

TELO3－5259－9510FAXO3－5259－9720』」
写真は植栽後4年のスギ

（チューブの長さ140cm)

<http://www.hexatube.com/>
、

現代林学講義4砂防工学p一

現代林学講義5献業工学

猿の腰掛け類きのこ図
鱈
、



｡線長・

測る

mot』籾stuserFriendly｡

C＠m脚糎rFrientlly.
~…エッ….'､‘褒尋Si"Gr圧/WﾉXβ

＝〆
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あらゆる図形の座標・面積・線長（周囲長）・辺長を

圧倒的なコストパフォーマンスで簡単に同時測定できる外部出力付の－一‐ー函

測
定
ツ
ー
ル
の
新
し
い
幕
開
け ’ 検査済み±0.1%の高精度

与輿はスーパーブラニクスβのI綱01タイプ

スーパーブラニクスβは,工場出荷時に厳格な検査を施して
いますので､わずらわしい誤差修正などの作業なしでご購入

されたときからすぐ士0.1%の高精度でご使用になれます。

ス
ー
パ
ー
プ
ラ
ニ
ク
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に
β

使いやすさとコストを
｜
’

コンビュタフレンドリィなオプションツール
追及して新発売！

16桁小型プリンタ、RS232Cインターフェイスケーブル、

ワイヤレスモデム､キーボードインターフェイス､各種専用

プログラムなどの充実したスーパープラニクスαのカプショ

ンツール群がそのまま外部出力のために使用できます。

スーパープラニクスβ(ー ﾀ）

や外部出力付今
標準タイプ･･･…

プリンタタイプ

￥160．000

￥192000 ’ ’（
ベ
ー
タ
）
登
場
。

測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能

／
豊富な機能をもつスーパープラニクス

の最高峰スーパーブラニクスα(ｱﾙﾌｧ）

スーパーブラニクスαは、座標辺長、線長、

面積半径、図心、三斜（底辺、高さ、面積）、

角度（2辺長狭角）の豊富な測定機能や、コ

ンピュータの端末デジタイザを実現する外部出

力を備えた図形測定のスーパーディバイスです。
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E17AMA>iA
タマヤ計測ジコテム構式会社

〒104-0061東京都中央区銀座4←4‐4アートピルTEL03-3561-8711FAX.03-3561-8719
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■前橋営林局(現関東森称管理局)編
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オオタカの営巣地における
森林施業-生息環境の管理と間伐等における対応一
■A4判･152頁･カラー図版■定価（本体4000円十税）

●人工林や二次林に営巣することの多い猛禽類の特徴等をまとめ、どなたでも種を絞り込
めるように識別点を解説／

●より多くの野生生物の生息環境を生み出すような人工林の管理について解説／

●英・米でのオオタカ生息地管理法を紹介しながら、わが国における林分管理方法を検討
●間伐を中心に、実際に施業を実施する際に注意すべきことをマニュアル化／

一

｜

’卿黙霧蓄電ク 学森にふれ森にぶ
■A4判･104頁．－部カラー図版■頒価1500円(税込）

●森林環境教育のための実践指導ガイドブック／学校の先生方やボランティア団体等の指導者

の方々が、小学校高学年から中学生を対象として、森林環境教育の実践指導を行われる際の指
導ガイドブックです。

●幅広い地域での活用も可能／本書は森林体験学習の実践方法､地域の歴史､伝統文化、生活
様式等に触れる機会を組み合わせながら、北海道森林管理局の国有林をフィールドとして､森林

と人とのかかわりについて学習できるようプログラムを構成していますが、他地域においても自然

の特質や歴史、文化等を置き換えることによって、幅広い活用が可能と思われます。
構成…森に行く、森にふれる、森に学ぶ、森のひみつ、森を知る、森に入る前に、応急処置の仕方他

、5世耳潜榔励詠呵凡喚
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林野庁監修（待望の復刻｡全22図／解説書付）

●昭和53～62年にかけて製作された『人工林林分密度管理図』－
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対象として地域別に作られ(全22図)､わが国の森林整備における
（解説書付）
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開発援助に携わる人々の必読害。授業教材としても高い評価。
本書の構成…日本の自然・動植物。森林帯とその特徴。

関係国でも多くの翻訳一一待望の日本語版登場ノ
マイケル｡M･チェルネア編／“開発援助と人知学”勉強会訳日本の森林の歴史。所有形態・管理・法体制等。日本の人工林。

開発は誰のために、擶瀧責澗蝋瀕輔≦
JoSASSEジョー.サッセ●援助の社会学｡人類学●
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森林の地理情報システム(GIS)はここまで来ている／各界に大きな反響ノ好評発売中/

森林GIS入門:看藤撫デ
ーこれからの森林管理のために一新しい時代の森林管理｡森林情報とは。
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